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【資料１―１】豊後大野市防災会議条例 

 

○豊後大野市防災会議条例 

平成 17 年 3 月 31 日 

条例第 23 号 

改正 平成 24 年 10 月 10 日条例第 39 号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 16 条第 6 項の規定に基

づき、豊後大野市防災会議（以下「防災会議」という。）の所掌事務及び組織を定めるもの

とする。 

（所掌事務） 

第２条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 豊後大野市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、市長に意見を述べること。 

(4) 水防法（昭和 24 年法律第 193 号）第 33 条の規定に基づく豊後大野市水防計画その他

水防に関し重要な事項を調査審議すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務 

（会長及び委員） 

第３条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 会長は、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その

職務を代理する。 

５ 委員は、次に掲げる者をもって充てる。 

(1) 大分県の知事の部内の職員のうちから市長が任命する者 

(2) 大分県警察官のうちから市長が任命する者 

(3) 市長がその部内の職員のうちから指名する者 

(4) 教育長 

(5) 消防長 

(6) 消防団長 

(7) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから市長が任命する者 

(8) その他市長が特に必要と認める者 

６ 前項第 1 号及び第 2 号の委員の定数は、それぞれ 3 人及び 1 人とする。 
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（専門委員） 

第４条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

２ 専門委員は、関係地方行政機関の職員、大分県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職

員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、市長が任命する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

（議事等） 

第５条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な

事項は、会長が防災会議に諮って定める。 

附 則 

《以下省略》 
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【資料１―２】豊後大野市災害対策本部条例 

 

○豊後大野市災害対策本部条例 

平成 17 年 3 月 31 日 

条例第 24 号 

改正 平成 24 年 10 月 10 日条例第 39 号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 23 条の 2 第 8 項の規定

に基づき、豊後大野市災害対策本部（以下「災害対策本部」という。）に関し必要な事項を

定めるものとする。 

（組織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その

職務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長

が定める。 

附 則 

《以下省略》 
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【資料１―３】豊後大野市災害対策本部規程 

 

○豊後大野市災害対策本部規程 

平成 17 年 3 月 31 日 

災害対策本部訓令第 1 号 

改正 《省略》 

（趣旨） 

第１条 この訓令は、豊後大野市災害対策本部条例（平成 17 年豊後大野市条例第 24 号。以

下「条例」という。）第 4 条の規定に基づき、豊後大野市災害対策本部（以下「本部」とい

う。）の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（本部の設置） 

第２条 本部は、本市の地域に災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合におい

て、災害対策本部長（以下「本部長」という。）が必要と認めたときに置く。 

（本部の位置） 

第３条 本部は、豊後大野市役所内に置く。 

（本部の所掌事務） 

第４条 本部は、次に掲げる事務を処理する。 

(1) 被害に関する諸情報を収集し、関係機関に報告すると同時にこれに基づく適切な措置

を行うこと。 

(2) 救助その他緊急措置に関する計画を樹立し、及び実施すること。 

(3) 被害の防止及び応急、復旧に必要な対策を樹立し、及び実施すること。 

(4) 前 3 号に掲げるもののほか、応急対策実施のため必要なこと。 

（本部長等） 

第５条 本部に本部長及び副本部長を置く。 

２ 本部長は市長、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。 

（本部長等の職務） 

第６条 本部長は、本部を統括し、本部の事務を掌理する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 

（組織） 

第７条 条例第 3 条第 1 項の規定により、本部に別表第 1 に掲げる部及び班を置く。 

２ 部に部長を置き、班に班長及び班員を置く。 

（部長、班長及び班員） 

第８条 部長、班長及び班員は、それぞれ別表第 1 に掲げる職にある者をもって充てる。 
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２ 部長は、本部長の命を受け、別表第 2 に掲げる分掌事務を掌理する。 

３ 班長は、部長の命を受け、分掌事務を処理する。 

４ 班員は、上司の命を受け、分掌事務に従事する。 

（連絡員） 

第９条 部に連絡員を置く。 

２ 連絡員は、部長が指名する。 

３ 連絡員は、各部所管の被害状況、応急対策の実施状況その他災害活動に必要な情報のと

りまとめ及び本部長の指令等を所属の部に伝達する事務に従事する。 

（本部会議） 

第１０条 本部に本部会議を置き、本部長、副本部長及び部長をもって組織し、必要に応じ本

部長が招集する。 

（現地本部） 

第１１条 本部長は、一定の区域だけに災害が発生し、又は発生するおそれのあるときは、当

該区域の支所又は現地に現地対策本部（以下「現地本部」という。）を設けることができる。 

２ 現地本部の組織その他必要な事項は、その都度本部長が定める。 

（事務処理の原則） 

第１２条 この訓令に定める事務は、原則として他のすべての事務に優先して行うものとす

る。 

２ この訓令の定める事務を実施するに当たっては、常に迅速的確を旨とし、かつ、関係機関

とは十分に連絡協調しなければならない。 

（災害救助法との関係） 

第１３条 非常災害が災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適用を受けた場合は、その限

りにおいて当該法令及びこれに基づく県規則の定めるところによりその事務を処理しなけ

ればならない。 

２ 前項の場合、本部長は、当該関係機関と密接に連絡し、事務の協調及び調整を図らなけれ

ばならない。 

（その他） 

第１４条 この訓令に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、本部長

が別に定める。 

附 則《省略》 

 

この訓令は、平成 30 年 4 月 1 日から施行する。 

別表第１（第 7 条、第 8 条関係） 
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部名 部長 班名 班長 班員 

総合調整部 総務企画統括理

事 

総合調整班 防災危機管理室長 各統括理事、教育次長 

防災危機管理室職員 

総務対策部 総務課長 総務班 総務課長 総務課職員 

情報推進班 情報推進室長 情報推進室職員 

協力班 議会事務局長 総務課職員、選挙管理委

員会事務局職員、議会事

務局職員、監査事務局職

員 

財政企画対策

部 

財政課長 財政班 財政課長 財政課職員 

税務班 税務課長 税務課職員 

出納班 会計課長 会計課職員 

企画班 まちづくり推進課長 まちづくり推進課職員 

協力班 会計課長 財政企画対策部職員 

生活環境対策

部 

環境衛生課長 環境衛生班 環境衛生課長 環境衛生課職員 

人権班 人権・部落差別解消

推進課長 

人権・部落差別解消推進

課職員 

協力班 人権・部落差別解消

推進課長 

生活環境対策部職員 

保健福祉対策

部 

社会福祉課長 避難対策班 社会福祉課長 社会福祉課職員 

子育て支援課長 子育て支援課職員 

衛生救助班 市民生活課長 市民生活課職員 

高齢者福祉課長 高齢者福祉課職員 

協力班 市民生活課長 保健福祉対策部職員 

産業経済対策

部 

農林整備課長 農政班 農業振興課長 農業振興課職員 

農林整備班 農林整備課長 農林整備課職員 

商工観光班 商工観光課長 商工観光課職員 

協力班 農業委員会事務局長 農業委員会事務局職員 

産業経済対策部職員 

建設対策部 建設課長 土木・建築班 建設課長 建設課職員 

上下水道班 上下水道課長 上下水道課職員 

協力班 上下水道課長 建設対策部職員 

文教対策部 学校教育課長 文教班 学校教育課長 学校教育課職員 

社会教育課長 社会教育課職員 

協力班 学校教育課長 文教対策部職員 

各支所対策部 各支所長 支所対策班 各支所長 各支所職員 

災害調査班 各支所長補佐 各支所対策部職員、本庁

協力班職員 

消防対策部 消防長 消防班 消防長 消防本部職員 

消防署長 

別表第２（第 8 条関係） 

部名 班名 担当課等 分掌事務 

総合調整部 総合調整班 防 災 危 機 管

理室 

① 本部の庶務に関すること。 

② 大分県災害対策本部その他関係機関との連絡

調整に関すること。 

③ 本部会議に関すること。 

④ 気象情報、予報、警報等の収集、伝達に関する
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こと。 

⑤ 災害情報の収集伝達及び記録整理に関するこ

と。 

⑥ 本部長命令に関すること。 

⑦ 関係機関に対する災害報告に関すること。 

⑧ 自衛隊等の派遣要請に関すること。 

⑨ 防災行政無線等の運用に関すること。 

⑩ 消防本部及び消防団との連絡調整に関するこ

と。 

⑪ ボランティアセンターとの連絡調整に関する

こと。 

⑫ 部内及び各部との連絡調整に関すること。 

総務対策部 総務班 総務課 ① 他の地方公共団体との相互応援に伴う連絡調

整に関すること。 

② 災害視察者等の応接に関すること。 

③ 職員の動員及び配備計画に関すること。 

④ 部内及び各支所との連絡調整に関すること。 

情報推進班 情報推進室 ① 報道機関に関する情報提供及び連絡に関する

こと。 

② 市民に対する災害情報の広報に関すること。 

③ 庁内広報に関すること。 

④ 災害記録写真等に関すること。 

⑤ 災害に関する市民相談の受付に関すること。 

協力班 総務課、選挙

管 理 委 員 会

事務局、議会

事務局、監査

事務局 

各支所への災害調査協力及び他班への協力に関す

ること。 

財 政 企 画 対

策部 

財政班 財政課 ① 災害対策に係る予算措置に関すること。 

② 災害に伴う財政計画及び財政に関する関係機

関との連絡に関すること。 

③ 市有財産の被害状況調査及び応急対策に関す

ること。 

④ 緊急物品の購入に関すること。 

⑤ 災害対策の公用車の配備計画に関すること。 

⑥ 部内及び各支所との連絡調整に関すること。 

税務班 税務課 ① 建物の被害状況調査に関すること。 

② 災害による市税の納期限の延長、猶予及び減免

に関すること。 

出納班 会計課 災害対策に係る現金の出納に関すること。 

企画班 ま ち づ く り

推進課 

① 公共交通機関の情報収集に関すること。 

② 文化芸術施設の来館者の避難に関すること。 

③ 文化芸術施設の被害状況調査に関すること。 

協力班 財 政 企 画 対

策部各課 

各支所への災害調査協力及び他班への協力に関す

ること。 

生 活 環 境 対

策部 

環境衛生班 環境衛生課 ① 災害時の防疫に関すること。 

② 衛生検査に関すること。 

③ 清掃業務計画の総合調整に関すること。 

④ ごみ及びし尿の非常処理計画に関すること。 
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⑤ 清掃応援要請及び各種応援団体の掌握に関す

ること。 

⑥ 部内及び各支所との連絡調整に関すること。 

人権班 人権・部落差

別 解 消 推 進

課 

避難所の人権問題に関すること。 

協力班 生 活 環 境 対

策部各課 

各支所への災害調査協力及び他班への協力に関す

ること。 

保 健 福 祉 対

策部 

避難対策班 社会福祉課 

子 育 て 支 援

課 

① 避難所の開設及び管理運営に関すること。 

② 避難所要員の動員に関すること。 

③ 日赤その他社会福祉団体との連絡及び調整に

関すること。 

④ 災害弔慰金及び災害援護資金の貸付け等に関

すること。 

⑤ 奉仕団の受入れ及び配備に関すること。 

⑥ 救助物資の調達及び配分に関すること。 

⑦ 義援物資の受入れ及び配分に関すること。 

衛生救助班 市民生活課 

高 齢 者 福 祉

課 

①  罹災者の調査に関すること。 

② 罹災者の医療、助産及び救護に関すること。 

③ 医療機関の被害状況調査及び応急対策に関す

ること。 

④ 医療機関との連絡調整に関すること。 

⑤ 医療救護活動に関すること。 

⑥ 部内及び各支所との連絡調整に関すること。 

協力班 保 健 福 祉 対

策部各課 

各支所への災害調査協力及び他班への協力に関す

ること。 

産 業 経 済 対

策部 

農政班 農業振興課 ① 農業、畜産、水産施設等の被害状況調査及び応

急対策並びに復旧計画に関すること。 

②  罹災農林水産業者に対する融資に関するこ

と。 

③ 農協との連絡調整及び協力要請に関すること。 

④ その他農政関係に関すること。 

⑤ 部内及び各支所との連絡調整に関すること。 

農林整備班 農林整備課 ① 農林業用地の被害状況調査及び応急対策並び

に復旧計画に関すること。 

② 治山事業に係る林地及び山地の崩壊の災害対

策に関すること。 

③ ため池及び農業用施設の水位の通報、監視、警

戒に関すること。 

④ 漁協との連絡調整及び協力要請に関すること。 

⑤ その他農林業関係に関すること。 

⑥ 各支所との連絡調整に関すること。 

⑦ 各支所への人員配備に関すること。 

商工観光班 商工観光課 ① 商工業施設等の被害状況調査に関すること。 

② 被害中小企業の資金の融資に関すること。 

③ 観光施設の保全及び被害状況調査並びに復旧

に関すること。 

④ 緊急輸送車両の確保に関すること。 

⑤ 食料及び生活必需品の調達に関すること。 
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⑥ その他商工観光に関すること。 

⑦ 各支所との連絡調整に関すること。 

協力班 農 業 委 員 会

事務局、産業

経 済 対 策 部

各課 

各支所への災害調査協力及び他班への協力に関す

ること。 

建設対策部 土木・建築

班 

建設課 ① 道路、橋梁等の保全、被害状況調査及び応急復

旧に関すること。 

② 仮設道路の建設、障害物除去及び交通規制等応

急交通対策に関すること。 

③ 水防に関すること。 

④ 大分県水防本部その他関係機関との連絡調整

に関すること。 

⑤ 水防用資材の調達及び確保に関すること。 

⑥ 小規模災害の応急復旧に関すること。 

⑦ 地すべり、砂防及び急傾斜地に係るがけ崩れ等

の予防応急処置に関すること。 

⑧ 河川の被害状況調査及び応急対策に関するこ

と。 

⑨ 河川の水位の通報、監視及び警戒に関するこ

と。 

⑩ 市有建築物の被害状況調査及び応急対策に関

すること。 

⑪ 応急仮設住宅の建設等に関すること。 

⑫ 市営住宅等の被害状況調査及び応急対策に関

すること。 

⑬ その他土木・建築に関すること。 

⑭ 部内及び各支所との連絡調整に関すること。 

⑮ 各支所への人員配備に関すること。 

上下水道班 上下水道課 ① 給水要請への対応に関すること。 

② 応急用水道管及び仮設給水装置の設置等に関

すること。 

③ 上水・簡易水道施設の被害状況調査及び水質の

保全に関すること。 

④ 送水管及び配水管の応急復旧工事に関するこ

と。 

⑤ 公共下水道等の被害状況調査及び応急対策に

関すること。 

⑥ その他公共下水道に関すること。 

⑦ 各支所との連絡調整に関すること。 

協力班 建 設 対 策 部

各課 

各支所への災害調査協力及び他班への協力に関す

ること。 

文教対策部 文教班 学校教育課 ① 公立学校施設の被害状況調査及び応急対策、復

旧に関すること。 

② 教育緊急物品の調達に関すること。 

③ 児童及び生徒の避難に関すること。 

社会教育課 ① 社会教育施設及びスポーツ施設の被害状況調

査及び応急対策に関すること。 

② 文化財施設及び文化財の被害状況調査及び応
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急対策に関すること。 

③ その他文教に関すること。 

④ 部内及び各支所との連絡調整に関すること。 

協力班 文 教 対 策 部

各課 

各支所への災害調査協力及び他班への協力に関す

ること。 

消防対策部 消防班 消防本部 ① 気象情報、予報、警報等の収集伝達に関するこ

と。 

② 市民に対する災害情報の広報に関すること。 

③ 災害に対する警戒及び防ぎょに関すること。 

④ 人命救助及び避難誘導、救急活動に関するこ

と。 

⑤ 行方不明者の捜索に関すること。 

⑥ 災害通信の運用に関すること。 

⑦ 消防団の指導及び運営に関すること。 

⑧ その他消防に関すること。 

各 支 所 対 策

部 

支所対策班 各支所 
① 支所の庶務に関すること。 

② 支所の応援要請等に関すること。 

③ 避難勧告及び指示の連絡調整に関すること。 

④ 対策本部及び各部との連絡調整に関すること。 

⑤ 消防本部及び消防団との連絡調整に関するこ

と。 

⑥ 現地災害対策本部に関すること。 

⑦ 支所の総務対策に関すること。 

⑧ 支所の生活福祉対策に関すること。 

⑨ 支所の産業建設対策に関すること。 

⑩ 避難所の開設、管理運営に関すること。 

⑪ 部内の連絡調整に関すること。 

災害調査班 各支所・本庁

各課 

災害調査に関すること。 
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【資料２―１】豊後大野市災害弔慰金の支給等に関する条例 

 

○豊後大野市災害弔慰金の支給等に関する条例 

平成 17 年 3 月 31 日 

条例第 129 号 

改正 令和 2 年 3 月 19 日条例第 6 号 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号。以下「法」

という。）及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（昭和 48 年政令第 374 号。以下「令」

という。）の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災

害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障

害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援

護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉及び生活の安定に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震その他異常な自然現象により被害が生ずること

をいう。 

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。 

第２章 災害弔慰金の支給 

（災害弔慰金の支給） 

第３条 市は、市民が令第 1 条に規定する災害（以下この章及び次章において単に「災害」と

いう。）により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

（災害弔慰金を支給する遺族） 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第 3 条第 2 項の遺族の範囲とし、その順位

は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 死亡者の死亡時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族（兄弟姉妹

を除く。以下この号において同じ。）を先にし、その他の遺族を後にする。 

(2) 前号の場合において、同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 
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エ 孫 

オ 祖父母 

(3) 死亡者に係る配偶者、子、父母、孫又は祖父母のいずれもが存しない場合であって兄

弟姉妹がいるときは、その兄弟姉妹（死亡者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じ

くしていた者に限る。）に対して、災害弔慰金を支給するものとする。 

２ 前項の場合において、同順位の父母については養父母を先にし、実父母を後にし、同順位

の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先に

し、実父母を後にする。 

３ 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前 2 項の規定により難いときは、前 2 項

の規定にかかわらず、第 1 項の遺族のうち、市長が適当と認める者に支給することができ

る。 

４ 前 3 項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が 2 人以上あると

きは、その 1 人に対してした支給は、全員に対しなされたものとみなす。 

（災害弔慰金の額） 

第５条 災害により死亡した者 1 人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時にお

いてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持

していた場合にあっては 500 万円とし、その他の場合にあっては 250 万円とする。ただし、

死亡者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けてい

る場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

（死亡の推定） 

第６条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、法第 4 条の

規定によるものとする。 

（支給の制限） 

第７条 災害弔慰金は、次に掲げる場合には、支給しない。 

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

(2) 令第 2 条に規定する場合 

(3) 災害に際し、市長の避難の指示に従わなかったことその他の特別の事情があるため、

市長が支給を不適当と認めた場合 

（支給の手続） 

第８条 市長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めるときは、規則で定めると

ころにより支給を行うものとする。 

２ 市長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対し必要な報告又は書類の提出を求めること

ができる。 
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第３章 災害障害見舞金の支給 

（災害障害見舞金の支給） 

第９条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合（その症状が固定し

たときを含む。）において法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民（以下「障害

者」という。）に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

（災害障害見舞金の額） 

第１０条 障害者 1 人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又

は疾病にかかった当時において、その属する世帯の生計を主として維持していた場合にあ

っては 250 万円とし、その他の場合にあっては 125 万円とする。 

（準用規定） 

第１１条 第 7 条及び第 8 条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

第４章 災害援護資金の貸付け 

（災害援護資金の貸付け） 

第１２条 市は、令第 3 条に掲げる災害により法第 10 条第 1 項各号に掲げる被害を受けた世

帯の市民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸付けを

行うものとする。 

２ 前項に掲げる世帯は、その所得について法第 10 条第 1 項に規定する要件に該当するもの

でなければならない。 

（災害援護資金の限度額等） 

第１３条 災害援護資金の 1 災害における 1 世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世

帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次に掲げるとおりとする。 

(1) 療養に要する期間がおおむね 1 月以上である世帯主の負傷（以下「世帯主の負傷」と

いう。）があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね 3 分の 1 以上である損害（以

下「家財の損害」という。）及び住居の損害がない場合 150 万円 

イ 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 250 万円 

ウ 住居が半壊した場合 270 万円 

エ 住居が全壊した場合 350 万円 

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 150 万円 

イ 住居が半壊した場合 170 万円 

ウ 住居が全壊した場合（エの場合を除く。） 250 万円 

エ 住居の全体が滅失し、又は流失した場合 350 万円 
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(3) 第 1 号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際しその住

居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合には、「270 万円」と

あるのは「350 万円」と、「170 万円」とあるのは「250 万円」と、「250 万円」とあるのは

「350 万円」と読み替えるものとする。 

２ 災害援護資金の償還期間は、10 年とし、据置期間はそのうち 3 年（令第 7 条第 2 項括弧

書きの場合は、5 年）とする。 

（保証人及び利率） 

第１４条 災害援護金の貸付を受けようとする者は、保証人を立てることができる。 

２ 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置期

間中は無利子とし、据置期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年 1パーセントとする。 

３ 第 1 項の保証人は、災害援護資金の貸付けを受けた者と連携して債務を負担するものと

し、その保証債務は、令第 9 条の違約金に包含するものとする。 

（償還等） 

第１５条 災害援護資金は、年賦償還又は半年賦償還とする。 

２ 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつで

も繰上償還をすることができる。 

３ 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第 13 条、第

14条第 1項及び第 16条並びに令第 8条、第 9 条及び第 12条までの規定によるものとする。 

第５章 補則 

（委任） 

第１６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則 

《以下省略》 
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【資料２―２】豊後大野市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 

 

○豊後大野市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 

平成 17 年 3 月 31 日 

規則第 65 号 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、豊後大野市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成 17 年豊後大野市条

例第 129 号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２章 災害弔慰金の支給 

（支給の手続） 

第２条 市長は、条例第 3 条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の

調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(1) 死亡者（行方不明者を含む。以下同じ。）の氏名、性別及び生年月日 

(2) 死亡（行方不明を含む。）の年月日及び死亡の状況 

(3) 死亡者の遺族に関する事項 

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（必要書類の提出） 

第３条 市長は、本市の区域外で死亡した市民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被

災証明書を提出させるものとする。 

２ 市長は、市民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるもの

とする。 

第３章 災害障害見舞金の支給 

（支給の手続） 

第４条 市長は、条例第 9 条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事

項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日 

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況 

(3) 障害の種類及び程度に関する事項 

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（必要書類の提出） 
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第５条 市長は、本市の区城外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった市民に対し、

負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。 

２ 市長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号）別

表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書（様式第 1 号）を提出させるもの

とする。 

第４章 災害援護資金の貸付け 

（借入れの申込み） 

第６条 災害援護資金（以下「資金」という。）の貸付けを受けようとする者（以下「借入申

込者」という。）は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書（様式第 2 号。以

下「借入申込書」という。）を市長に提出しなければならない。 

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日 

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法 

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画 

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

２ 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込者にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算

額を記載した診断書 

(2) 被害を受けた日の属する年の前年（当該被害を 1 月から 5 月までの間に受けた場合に

あっては、前々年とする。以下この号において同じ。）において、他の市町村に居住して

いた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書 

(3) 前 2 号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 借入申込者は、借入申込書をその者の被災の日の属する月の翌月 1 日から起算して 3 月

を経過する日までに提出しなければならない。 

（調査） 

第７条 市長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上、当該世

帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。 

（貸付けの決定） 

第８条 市長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、

償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書（様式第 3 号。以下「貸付決

定通知書」という。）を借入申込者に交付するものとする。 

２ 市長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸

付不承認決定通知書（様式第 4 号）を借入申込者に通知するものとする。 



資料編 

17 

 

（借用書の提出） 

第９条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書（様式第 5 号。

以下「借用書」という。）（保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書）に、資金の貸

付けを受けた者（以下「借受人」という。）の印鑑証明書（保証人を立てる場合は、借受人

及び保証人の印鑑証明書）を添えて市長に提出しなければならない。 

（貸付金の交付） 

第１０条 市長は、借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。 

（償還の完了） 

第１１条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及び

これに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。 

（繰上償還の申出） 

第１２条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書（様式第 6 号）を市長に提出する

ものとする。 

（償還金の支払猶予） 

第１３条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようと

する理由、猶予期間その他市長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書（様式

第 7 号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他市長が必

要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書（様式第 8 号）を当該借受人に交付するも

のとする。 

３ 市長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書（様式第 9

号）を当該借受人に交付するものとする。 

（違約金の支払免除） 

第１４条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違

約金支払免除申請書（様式第 10 号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払を免除した期間

及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書（様式第 11 号）を当該借受

人に交付するものとする。 

３ 市長は、違約金の支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知

書（様式第 12 号）を当該借受人に交付するものとする。 

（償還免除） 

第１５条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者（以

下「償還免除申請者」という。）は、償還免除を受けようとする理由その他市長が必要と認
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める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書（様式第 13 号）を市長に提出しなければ

ならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。 

(1) 借受人の死亡を証する書類 

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなっ

たことを証する書類 

(3) 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類 

３ 市長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書（様

式第 14 号）を当該償還免除申請者に交付するものとする。 

４ 市長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知

書（様式第 15 号）を当該償還免除申請者に交付するものとする。 

（督促） 

第１６条 市長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行する

ものとする。 

（氏名又は住所の変更届等） 

第１７条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動

を生じたときは、借受人は、速やかに、市長に氏名等変更届（様式第 16 号）を提出しなけ

ればならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わってその旨

を届け出るものとする。 

第５章 補則 

（その他） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害

援護資金の貸付けの手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

《以下省略》 
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【資料２―３】豊後大野市災害弔慰金等支給要綱 

 

○豊後大野市災害弔慰金等支給要綱 

平成 18 年 6 月 30 日 

告示第 205 号 

（趣旨） 

第１条 この告示は、豊後大野市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成 17 年豊後大野市条

例第 129 号。以下「条例」という。）の適用を受けない災害により市民が死亡し、又は精神

若しくは身体に著しい障害を受けた場合に、災害弔慰金又は災害障害見舞金の支給を行う

ことについて必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 災害 暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害

が生ずることのうち、災害弔慰金の支給等に関する法律施行令（昭和 48 年政令第 374 号）

第 1 条に規定する災害を除いたものをいう。 

(2) 市民 災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。 

（災害弔慰金の支給） 

第３条 市は、市民が次の各号のいずれかに該当する県内の災害により死亡したときは、そ

の者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(1) 被害が発生した市町村を含む地域に対して、大分地方気象台が気象業務法の警報（大

雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪、高潮）を発表したとき（ただし、海上警報は除く。）。 

(2) 被害が発生した市町村で、福岡管区気象台が震度 4 以上を観測し、発表したとき。 

(3) 被害が発生した市町村を含む津波予報区に対して、福岡管区気象台が津波注意報又は

津波警報を発表したとき。 

(4) 福岡管区気象台が九重山、鶴見岳、伽藍岳、又は由布岳に係る臨時火山情報又は緊急

火山情報を発表したとき。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、その遺族に対し、災害弔慰金

の支給を行うものとする。 

（災害弔慰金を支給する遺族） 

第４条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲及び順位は、条例第 4 条の規定の例によるものと

する。 

（災害弔慰金の額） 
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第５条 災害により死亡した者 1 人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時にお

いてその死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持

していた場合にあっては 250 万円とし、その他の場合にあっては 125 万円とする。ただし、

死亡者がその死亡に係る災害に関し既に第 9 条に規定する災害障害見舞金の支給を受けて

いる場合は、これらの額から当該支給を受けた災害見舞金の額を控除した額とする。 

（死亡の推定） 

第６条 災害の際現にその場に居合わせた者についての死亡の推定については、条例第 6 条

の規定の例によるものとする。 

（支給の制限） 

第７条 災害弔慰金は、条例第 7 条各号に掲げる場合には支給しない。 

（支給の手続） 

第８条 災害弔慰金の支給の手続については、条例第 8 条の規定の例によるものとする。 

（災害障害見舞金の支給） 

第９条 市は、市民が災害により県内で、第 3 条第 1 項各号のいずれかに該当する場合にお

いて負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき（その症状が固定したときを含む。）に災害弔

慰金の支給等に関する法律（昭和 48 年法律第 82 号）別表に掲げる程度の障害があるとき

は、当該市民（以下「障害者」という。）に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

（災害障害見舞金の額） 

第１０条 障害者 1 人当たりの災害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し又は疾病

にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては

125 万円とし、その他の場合にあっては 62 万 5,000 円とする。 

（準用規定） 

第１１条 第 7 条及び第 8 条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

（その他） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、災害弔慰金等の支給に関し必要な事項は、市長が

別に定める。 

附 則 

《以下省略》 
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【資料２―４】豊後大野市災害見舞金給付規程 

 

○豊後大野市災害見舞金給付規程 

平成 17 年 3 月 31 日 

訓令第 31 号 

（目的） 

第１条 この訓令は、豊後大野市（以下「本市」という。）の区域内で発生した災害の被災者

に対し、災害見舞金（以下「見舞金」という。）を給付することについて、必要な事項を定

めるものとする。 

（災害） 

第２条 この訓令で「災害」とは、火災、地震、風水害その他の自然災害をいう。 

（被災者） 

第３条 この訓令で「被災者」とは、災害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者で、

災害により次の各号のいずれかに該当する被害を受けたものをいう。 

(1) 現に住居に使用している建物（以下「住家」という。）又は現に生活に使用している建

物（以下「非住家」という。）の全焼、全壊又は流失 

(2) 住家又は非住家の半焼、半壊又は床上浸水 

(3) 死亡若しくは行方不明又は 14 日以上の入院加療を要すると診断された負傷 

(4) 前 3 号に掲げるもの以外で市長が認めたもの 

（対象） 

第４条 見舞金は、次の各号に掲げる災害の区分により、それぞれ当該各号に定める者のう

ち市内に住所を有する者に給付する。 

(1) 前条第 1 号及び第 2 号に規定する災害 被災者の世帯の世帯主又はこれに準ずる者 

(2) 死亡及び行方不明 豊後大野市災害弔慰金の支給等に関する条例（平成 17 年豊後大

野市条例第 129 号）第 4 条に規定する遺族 

(3) 負傷 被災者 

(4) 前条第 4 号に該当するもの その都度市長が定める者 

（見舞金の額） 

第５条 見舞金の額は、別表のとおりとする。 

（災害の程度） 

第６条 前条の見舞金は、おおむね次に定める災害の程度により給付するものとする。 

(1) 全焼、全壊、流失 

ア 住家又は非住家の焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積が 7 割以上に達したも
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の 

イ 住家又は非住家の焼失、損壊若しくは流失した部分の床面積が 7 割に達しないが、そ

の住家又は非住家を改築しなければ居住できない状態になったもの 

(2) 半焼、半壊 住家又は非住家の焼失若しくは損壊した部分の床面積が 2 割以上 7 割未

満の場合で、その部分の修繕をすることによって住家又は非住家として使用できる程度

のもの 

(3) 床上浸水 

ア 浸水がその住家又は非住家の床上に達したもの 

イ 土砂、竹木等がたい積し、その住家又は非住家が一時的に使用できないもの 

(4) 死亡 災害により死亡したもの 

(5) 行方不明 災害の際、現にその場に居合わせ当該災害により死亡と推定されたが、遺

体の確認又は発見ができないもので 30 日を経過したもの 

(6) 負傷 災害により負傷し、14 日以上の入院加療を要すると診断されたもの 

（調査） 

第７条 市長は、この訓令に該当すると認められる災害が発生したときは、速やかに災害現

場を調査し、災害発生状況調査表（別記様式）を作成するものとする。 

（給付） 

第８条 市長は、前条の調査をし、該当するものについて速やかに見舞金を給付するものと

する。 

（給付の制限） 

第９条 市長は、災害による被害が次の各号に該当するときは見舞金を給付しないことがで

きる。 

(1) 災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）の適用を受けたとき。 

(2) 豊後大野市災害弔慰金の支給等に関する条例の規定に基づく災害弔慰金の支給対象

になった者 

(3) 世帯員又は同居している者の故意又は重大な過失によるとき。 

（補則） 

第１０条 この訓令に定めるもののほか、見舞金の給付について必要な事項は、市長が別に

定める。 

附 則 

この訓令は、平成 17 年 3 月 31 日から施行する。 
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別表（第 5 条関係） 

災害の区分 見舞金の額 

住家の全焼、全壊又は流失 50,000 円 

住家の半焼、半壊又は床上浸水 30,000 円 

非住家の全焼、全壊又は流失 20,000 円 

非住家の半焼、半壊又は床上浸水 10,000 円 

死亡又は行方不明 100,000 円 

負傷 20,000 円 

第 3 条第 4 号に該当するもの 災害の状況に応じ、その都度市長が定める額 
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【資料３―１】災害時相互応援協定 

 

災害時相互応援協定の締結状況                 令和 2 年 12 月 31 現在 

No 
協定、覚書

等の名称 
締結日 締結相手 協定、覚書等の内容 

1 大分県及び

市町村相互

間の災害時

応援協定 

H10. 

5.18 

大分県及び

県内市町村 

災害の発生により、応援要請を受けた県及び市町村

は下記の応援を行う。 

① 災害応急措置に必要な職員の派遣 

② 食糧、飲料水及びその他の生活必需品の提供 

③ 避難及び収容のための施設の提供 

④ 救護、医療及び防疫に必要な資機材及び物資

の提供 

⑤ 救助及び救援活動に必要な車両、船艇、ヘリ

コプター及びその他の資機材の提供 

⑥ ごみ及びし尿処理のための車両及び施設の提

供 

⑦ 火葬場の提供 

⑧ その他被災市町村から特に要請のあったもの 

2 災害時等に

おける豊後

大野市及び

豊後大野市

関係郵便局

の協力に関

する協定 

H17. 

4.27 

(H28. 

1.26 改

正) 

市内郵便局 災害が発生し、次に該当する場合、相互に協力を要

請できる。 

① 緊急車両等としての車輌の提供 

② 双方が収集した被害者の避難所開設状況及び

被災者の同意の上で作成した避難先リスト等

の情報の相互提供 

③ 郵便ネットワークを活用した広報活動 

④ 災害救助法適用における郵便業務に係る詐害

特別事務取扱及び援護対策 

⑤ 郵便物配達業務中に発見した道路等の損傷状

況の情報提供 

⑥ 避難所における臨時郵便差出箱の設置、郵便

局社員による郵便物の取集・交付等 

⑦ ゆうちょ銀行の非常払、かんぽ生命の非常取

扱 

⑧ ほか要請に協力できる事項 

3 災害時相互

応援協定（本

市がそれぞ

れと締結） 

H17. 

9.15 

竹田市 

臼杵市 

① 被災者の避難保護措置 

② 被災者に対する給食給水措置 

③ 傷病者に対する応急的な医療救護 

④ 応急復旧用資機材の調達供給 

⑤ その他被害拡大を防止するために必要な措置 

4 

 

災害時相互

応援協定 

H19. 

10.20 

東京都台東

区 

① 食料、生活必需物資の供給、その供給に必要

な資機材の提供 

② 被災者の救援・救助、医療、防疫及び施設の

応急復旧等に必要な資機材並びに物資の提供 

③ 応援に必要な職員の派遣 

④ その他、特に要請のあった事項 



資料編 

25 

 

5 災害時にお

けるエルピ

ーガス供給

に関する協

定書 

H23. 

4.19 

(社)大分県

ＬＰガス協

会大野支部 

① 災害時のＬＰガスの供給 

6 豊後大野市

と国土交通

省九州地方

整備局にお

ける大規模

な災害時の

応援に関す

る協定書 

H23. 

8.8 

国土交通省

九州地方整

備局 

大規模な災害が発生し、又は発生するおそれがある

場合、次の内容の実施に係る資機材及び職員の応援

に関するもの。 

① 所管施設の被害状況の把握 

② 情報連絡網の構築 

③ 現地情報連絡員（リエゾン）の派遣 

④ 災害応急措置 

⑤ その他必要と認められる事項の 

7 災害時にお

ける廃棄物

の収集運搬

及び補水活

動等に関す

る協定書 

H24. 

2.24 

株式会社 

豊肥環境セ

ンター 

災害時におけるし尿及び浄化槽汚泥、災害廃棄物の

収集運搬及び補水活動等の支援 

8 災害時等に

おける緊急

作業等につ

いての協定

書 

H28.4.1 

～H31. 

3.31 

市内 99 社の

建設業者 

災害によって、市が管理する公共施設の機能が損な

われ、または損なわれる恐れがある場合の緊急作業

等にかかる協定。 

9 大規模災害

発生時にお

ける施設使

用に関する

協定書 

H25. 

7.23 

豊後大野警

察署 

大規模災害や豪雨災害等が発生し、豊後大野警察署

が倒壊、浸水等により庁舎機能が不能となった場合

を想定して、被災時に豊後大野市の管理する施設を

代替施設として使用し、警察業務を継続できるよう

に協定を締結。 

10 「大分県災

害廃棄物処

理の応援に

関する協定

書」に関する

実施細目を

締結 

H26. 

10.15 

一般社団法

人  大分県

産業資源循

環協会 

平成 23 年、大分県と一般社団法人大分県産業廃棄物

協会で締結した「大分県災害廃棄物処理の応援に関

する協定書（基本協定書）」に基づき、被災した場

合の具体的な事項を定める協定。 

11 大規模災害

時における

応急生活物

資供給等に

関する協定

書 

H27. 

3.4 

生活協同組

合コープお

おいた 

市内で地震・風水害・噴火等による大規模な災害が

発生し、または発生のおそれがある場合に、市の協

力要請により、生活協同組合コープおおいたでは、

応急生活物資の供給を優先的に行うもの。 

12 災害ボラン

ティアセン

ター設置及

び運営に関

H27. 

3.12 

社会福祉法

人  豊後大

野市社会福

祉協議会 

市内で、地震、風水害等により重大な災害が発生し

たときなどに、豊後大野市と社会福祉法人 豊後大

野市社会福祉協議会が連携して、被災者に対して迅

速かつ効率的な生活支援活動が行えるよう災害ボラ
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する協定書 ンティアセンターを設置、運営することにより、被

災者等の生活安定に寄与することを目的とする。 

13 災害時にお

ける物資供

給に関する

協定書 

H27. 

3.12 

ＮＰＯ法人

コメリ災害

対策センタ

ー 

地震・風水害等による災害が発生し、または発生の

おそれがある場合に、ＮＰＯ法人コメリ災害対策セ

ンターでは、市の協力要請により、応急物資の供給

を優先的に行うもの。 

14 災害時等に

おける緊急

作業等につ

いての協定

書 

H30. 

4.1 

(株)九電工

豊後大野営

業所 

公共施設の緊急作業要請 

建設資機材等の最優先提供 

15 災害時にお

ける石油類

燃料の供給

等の協力に

関する協定

書 

H27. 

12.21 

大分県石油

商業組合豊

肥支部豊後

大野部会 

災害時において市が必要とする石油類燃料の供給 

給油所における被災者支援 

① 一時休息所、トイレ、水道の使用提供 

② テレビ、ラジオ、インターネット情報の提供 

③ 負傷者の応急手当 

④ 消防車救急車への優先的燃料供給 

⑤ 市が行う炊出しや暖房燃料の供給 

16 特設公衆電

話の設置・利

用に関する

協定書 

H29. 

3.15 

西日本電信

電話(株)大

分支店 

大規模災害が発生しまたは発生のおそれがある場合

に乙の提供する非常用電話の設置、利用、管理に関

する協定 

17 災害時にお

ける医療救

護活動に関

する覚書 

H29.4.1 一般社団法

人  豊後大

野市医師会 

災害時に医療救護が必要とした場合、医療救護班の

派遣を要請することができる。 

① 医療機関への転送の要否及び転送順位の決定 

② 症状を安定させるための応急措置 

③ 死亡の確認 

④ その他必要な処置及び投薬 

18 大規模災害

時における

相互応援協

定 

H30. 

1.11 

延岡市、高千

穂町、日之影

町、五ヶ瀬町 

佐伯市、竹田

市 

① 災害応急措置に必要な職員の派遣 

② 食料品、飲料水及び生活必需品の提供 

③ 避難及び収容施設、住宅の提供 

④ 医療及び防疫に必要な資機材、物資の提供 

⑤ 遺体火葬の施設の提供 

⑥ ごみ、し尿処理のための資機材、施設の提供 

⑦ 災害応援措置に必要な車輌、資機材の提供 

⑧ ボランティア団体の受付、活動調整 

⑨ ほか応援に必要な事項 

19 災害対応型

自動販売機

設置協定 

H31. 

2.19 

コカコーラ

ボトラーズ

ジ ャ パ ン

(株) 

災害時における自動販売機内の飲料水の提供 

20 災害に係る

情報発信等

に関する協

定 

R1.10.1 ヤフー株式

会社 

① 防災情報等をヤフーサービス上へ掲載 

② 災害時のアクセス負荷軽減のため、市ホームペ 

ージのキャッシュサイトをヤフーサービス上

へ掲載 

21 豊後大野市 R2.6.11 九州電力送 災害時に、被災情報の収集・提供等、双方の対策本
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災害復旧に

関する覚書 

配電(株)三

重配電事業

所 

部が緊密な連携を保ち対応にあたる。 

22 災害発生時

における段

ボール製品

の調達に関

する協定書 

R2.8.24 コバシ(株)

大分工場 

災害時の避難所の運営等に必要な段ボール製品の

調達 

① 簡易ベッド 

② 間仕切り 

③ その他取扱いのある商品 

23 非常災害時

における食

事の提供に

関する協定

書 

R3.6.18 （株）東洋食

品 

災害時に、給食施設・設備を使用し、食事を提供 
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【資料３―２】福祉避難所の協定 

 

福祉避難所の協定締結状況                 令和 4 年 3 月 31 日現在 

番号 避難所 住所 機能 

1 特別養護老人ホーム紫雲荘 三重町本城 2050 番地 拠点的な 

福祉避難所 2 盲養護老人ホーム三国寮 三重町内田 2672 番地 1 

3 障害者支援施設本城苑 三重町本城 2054 番地 

4 救護施設大分県光明寮 三重町玉田 1728 番地 

5 特別養護老人ホーム任運荘 緒方町馬場 796 番地 1 

6 デイサービスセンターなごみ塾 緒方町馬場 796 番地 1 

7 総合福祉センター偕生園 大野町田中 700 番地 2 

8 養護老人ホーム常楽荘 緒方町馬場 576 番地 1 

9 あさぢ偕生園 朝地町朝地 889 番地 2 

10 いぬかい偕生園 犬飼町田原 2307 番地 

11 障がい者支援施設めぶき園 犬飼町下津尾 4355 番地 10 

12 三重農村環境改善センター 三重町玉田 1128 番地 身近な 

福祉避難所 13 デイサービスセンターみつば苑 清川町砂田 1844 番地 

14 デイサービスセンター悠々 緒方町上冬原 493 番地 2 

15 朝地憩いの村 朝地町朝地 906 番地 7 

16 デイサービスセンターあけぼの荘 犬飼町田原 1513 番地 1 

17 障がい者支援施設騰々舎 緒方町馬場 796 番地 1 

18 介護老人保健施設ニコニコ銘水苑 三重町小坂 4110 番地 7 

19 ニコニコ診療所 三重町小坂 4169 番地 1 

20 にこにこ保育園 三重町小坂 4165 番地 1 

 21 介護老人保健施設 ひろせ 千歳町新殿 771 番地 1  
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【資料 3-3-1】土砂災害警戒区域内の要配慮者施設 

区分 番号 施設名 所在地 種類 

高
齢
者
福
祉
施
設 

1 デイサービスセンター悠々 緒方町上冬原 493 番地 2 がけ崩れ 

2 グループホームあさぢ偕生園 朝地町朝地 889 番地 2 がけ崩れ 

3 デイサービスセンターあさぢ偕生園 朝地町朝地 889 番地 2 がけ崩れ 

4 グループホームまごの手 朝地町下野 442 番地 2 がけ崩れ 

5 デイサービスセンターまごの手 朝地町下野 442 番地 2 がけ崩れ 

6 住宅型有料老人ホームまごの手 朝地町下野 442 番地 2 がけ崩れ 

児童福祉 

施設 
7 あさじルンビニこども園 朝地町坪泉 526 番地 がけ崩れ 

学
校
施
設 

8 菅尾小学校 三重町浅瀬 3304 番地 がけ崩れ 

9 朝地小中学校 朝地町朝地 2030 番地 がけ崩れ 

10 犬飼小学校 犬飼町久原 711 番地 地すべり 

11 緒方中学校 緒方町下自在 1030 番地 がけ崩れ 

 

  



資料編 

30 

 

【資料 3-3-2】洪水浸水想定区域内の要配慮者施設 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

区分 番号 施設名 所在地 河川名

1 デイサービスセンターあさぢ偕生園 豊後大野市朝地町朝地889番地2 平井川、小賀川

2 グループホームあさぢ偕生園 豊後大野市朝地町朝地889番地2 平井川、小賀川

3 デイサービスセンター憩いの村 豊後大野市朝地町朝地906番地7 平井川

4 くつろぎ園 豊後大野市犬飼町犬飼86番地 大野川

5 ケアホームかわしま 豊後大野市犬飼町下津尾3709番地8 大野川、柴北川

6 デイサービスセンターケンコー 豊後大野市犬飼町田原77番地7 大野川

7 有料老人ホームケンコー 豊後大野市犬飼町田原77番地7 大野川

8 介護老人保健施設ひろせ 豊後大野市千歳町新殿771番地1 茜川

9 ニライ・カナイ 豊後大野市三重町市場127番地 玉田川

10 グループホームアイリスＶＯＹ 豊後大野市三重町市場150番地4 玉田川

11 ライフホームやちよ 豊後大野市三重町市場187番地2 玉田川

12 福島病院指定通所リハビリテーション室 豊後大野市三重町市場231番地 玉田川

障がい者福祉施設13 指定障害福祉サービス事業所どんこの里いぬかい豊後大野市犬飼町久原1863番地8 大野川

14 朝地放課後児童クラブ 豊後大野市朝地町朝地906番地7 平井川

15 豊後大野市朝地児童館 豊後大野市朝地町朝地906番地7 平井川

16 あさじルンビニこども園 豊後大野市朝地町坪泉526番地 平井川

17 犬飼ふれあい児童館 豊後大野市犬飼町下津尾3883番地1 大野川

18 犬飼放課後児童クラブ 豊後大野市犬飼町下津尾3883番地1 大野川

19 あさじ町クリニック 豊後大野市朝地町朝地906番地7 平井川

20 岡本医院　おかもと糖尿病・内分泌クリニック豊後大野市犬飼町犬飼11番地1 大野川

21 宇野医院 豊後大野市犬飼町犬飼80番地2 大野川

22 多田整形外科クリニック 豊後大野市三重町赤嶺1570番地 玉田川

23 医療法人ごとう消化器科・内科クリニック 豊後大野市三重町赤嶺1670番地 玉田川

24 ふじしま内科 豊後大野市三重町市場127番地 玉田川

25 福島病院 豊後大野市三重町市場231番地 玉田川

26 犬飼幼稚園 豊後大野市犬飼町犬飼8番地3 大野川

27 豊後大野市立千歳幼稚園 豊後大野市千歳町新殿770番地1 茜川

28 千歳中学校 豊後大野市千歳町新殿809番地1 茜川

高
齢
者
福
祉
施
設

児
童
福
祉
施
設

医
療
施
設

学
校
施
設
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【資料 4-1】 避難所一覧表 

施 設 名 

 

市 設

置 

自主 

避 難

所   

 

市指定緊急避難場所 
市指

定 

避難

所 

地 区 名 洪
水 

土
砂
災
害 

地
震 

そ
の
他 

1 菅尾小学校体育館 

すがお地域交流ｾﾝﾀｰ 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

菅生、又井、森迫、浅水、宇対瀬、宮

尾、深野 

2 三重東小学校体育

館 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

下赤嶺岡、下赤嶺中ノ原、下赤嶺下、

下赤嶺東、朝日ヶ丘、芦刈、金田、下

小坂、中小坂、上小坂、入北、三重原、

東営住宅 

3 大原総合体育館  ○ ○ ○ ○ ○ 大原、上赤嶺二区 

4 百枝小学校体育館  ○ ○ ○ ○ ○ 
川辺、百枝、牟礼、上田原、法泉庵、

西原、向野 

5 中央公民館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
市場四区、肝煎一区、羽飛、鬼塚、内

山、松谷、山中、久知良二区 

6 三重中学校体育館  ○ ○ ○ ○ ○ 
内田、前内田、広瀬、高屋、久知良一

区、松尾、下鷲谷、上鷲谷 

7 三重農村環境改善ｾ

ﾝﾀｰ 
 ○ ○ ○ ○ ○ 市原、肝煎二区、向田住宅 

8 三重第一小学校体

育館 
 ○ ○ ○ ○ ○ 

市場一区、市場二区、市場三区、市場

五区、市場六区、上赤嶺一区   

9 新田小学校体育館  ○ ○ ○ ○ ○ 

下玉田、中玉田、山方、三重山田、中

尾、久原、田町、小津留、高寺、深田、

中津無礼、白山東谷、代、稲積 

10 清川小学校体育館  ○ ○ ○ ○ ○ 伏野、宇田枝、天神、三玉 

11 清川中学校体育館  ○ ○ ○ ○ ○ 砂田 

12 神楽会館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
雨堤、臼尾、駅前、白山上、左右知、

平石、六種 

13 緒方公民館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

馬場、井上、野尻、越生、軸丸北、軸

丸南、上自在、下自在、原尻、久土知、

野仲、小野、知田、天神、大化、馬背

畑、上犬塚、平石、小宛、寺原、草深

野、辻 

14 緒方小学校体育館  ○ ○ ○ ○ ○ 

上畑、滞迫、小原、栗生、開拓、中野、

大石、木野、 上冬原、徳田、冬原、

下徳田、柚木、上年野 
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15 朝地公民館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

坪泉、板井迫、田村、池在、瀬口、舘、

揚、町、和田、上尾塚、中尾塚、下尾

塚、小野、下野、志賀、宮生中央、宮

生東、宮生浦 

16 朝地小中学校体育

館 
   ○ ○ ○ 

近地、朝倉、朝地、綿田、北平、中熊、

臼木、栗栖、田夫時、梨原、志屋、温

見、小川野、鳥屋、やすらぎ団地 

17 道の駅あさじ  ○ ○ ○ ○   

18 大野小学校体育館  ○ ○ ○ ○ ○ 
十時自治会、杉園、後田北、後田南、

中土師、安藤、沢田 

19 大野中学校体育館  ○ ○ ○ ○ ○ 

大野町町、佐代、妙勝庵、若藤、南、

北、藤北、高野、宮迫、片島、田代、

駒鹿、偕生園、郡山、大野原、両家、

大野津留、矢田、中原、小倉木 

20 大野公民館  ○ ○ ○ ○ ○ 酒井寺、屋原、桑原、北園、大野大原 

21 豊後大野市隣保館  ○ ○ ○ ○ ○  

22 大野支所 ○ ○ ○ ○ ○   

23 千歳公民館   ○ ○ ○ ○ 新殿、中部、横尾、大迫、高添 

24 千歳農村環境改善

ｾﾝﾀｰ 
○ ○ ○ ○ ○ ○ 原田、倉波、田原園 

25 千歳ふれあい児童

館 
 ○ ○ ○ ○ ○ 柴山、日向久保 

26 千歳中学校体育館   ○ ○ ○ ○ 長峰、石田、新殿住宅、壱丁田住宅 

27 千歳小学校体育館  ○ ○ ○ ○ ○ 大木、高畑、漆生、田口、舟木 

28 犬飼公民館 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 下町、上町、中央、石井 

29 犬飼小学校体育館  ○  ○ ○ ○ 久原上、久原住宅、久原下 

30 犬飼中学校体育館  ○ ○ ○ ○ ○ 

長畑、山内、栗ヶ畑、黒松、柴北上、

柴北下、葛川、高津原、下野、上津尾

住宅、上六区、、小福手、舞田台、田

原、山奥、戸高、長谷、荻原、西寒田 

31 犬飼支所（集会室）   ○ ○ ○   

※ 市設置自主避難所：市の早期避難の呼びかけに応じ、自主的に避難する施設 

（各町に１カ所開設） 

※ 市指定緊急避難場所：「避難準備・高齢者等避難開始」、「避難勧告」又は「避難指示

（緊急）」が発令されたときに、災害から命を守るために緊急的に避難する施設、場所 

※ 市指定避難所：避難された方が災害の危機がなくなるまでの一定期間滞在し、又は災害

により自宅へ戻れなくなった市民等が一時的に滞在する施設 
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【資料４―２】緊急輸送道路一覧 

大分県緊急輸送道路ネットワーク計画図（Ｈ29改訂） 

第 1次ネットワーク 

番号 路線名 平成 26年度設定区間 備考 

1 中九州横断道路 
豊後大野市 

犬飼バイパス 
～ 

竹田市 

(仮)竹田ＩＣ 
 

2 一般国道 57号 
大分市 

Ｒ10 
～ 熊本県境  

3 一般国道 326号 宮崎県境 ～ 
豊後大野市犬飼町 

Ｒ10 
 

4 一般国道 442号 
大分市 

Ｒ210 
～ 熊本県境  

5 一般国道 502号 
臼杵市 

Ｒ217 
～ 

竹田市 

Ｒ57 
 

6 (主)三重野津原線 
豊後大野市大野町 

大野ＩＣ 
～ 

豊後大野市大野町 

Ｒ57 
 

第２次ネットワーク 

番号 路線名 平成 29年度設定区間 備考 

1 (主)三重野津原線 
豊後大野市清川町 

Ｒ502 
～ 

豊後大野市大野町 

大野ＩＣ 
 

2 (主)緒方朝地線 
豊後大野市緒方町 

Ｒ502 
～ 

豊後大野市朝地町 

Ｒ57 
 

3 (一)三重新殿線 
豊後大野市三重町 

Ｒ326 
～ 

豊後大野市千歳町 

Ｒ57 
 

4 
豊後大野市道 

浅水牟礼線 

豊後大野市三重町 

三重新殿線 
～ 

豊後大野市三重町 

三重新殿線ＢＰ 

三重新殿線バイパス

開通のため追加指定 

5 
豊後大野市道 

内田鬼塚線 

豊後大野市三重町 

Ｒ326 
～ 

豊後大野市三重町 

三重新殿線ＢＰ 

三重新殿線バイパス

開通のため追加指定 
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【資料４―３】災害危険予想地域 

豊後大野市災害危険予想箇所一覧 

 

 



 

 

35 

 

 



 

 

36 

 

 



 

 

37 

 

 



 

 

38 

 

 



 

 

39 

 

 



 

 

40 

 

 



 

 

41 

 

 



 

 

42 

 

 



 

 

43 

 

 



 

 

44 

 

 



 

 

45 

 

 

 



 

 

46 

 

 



 

 

47 

 

 

 



 

 

48 

 

 



 

 

49 

 

 



 

 

50 

 

 



 

 

51 

 

 

 



 

 

52 

 

 



 

 

53 

 

 

 



 

 

54 

 

 



 

 

55 

 

 



 

 

56 

 

 



 

 

57 

 

 

  



 

 

58 

 

【資料４―４】豊後大野市土砂災害警戒区域・特別警戒区域一覧表  

令和 4年 11月 30日現在 
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【資料４―５】豊後大野市ハザ－ドマップ等 

                            （令和 3年 3月現在） 

No. 名    称 種 類 備  考 

1 災害想定区域図 全  般 豊後大野市防災ガイドブック 

2 土砂災害ハザードマップ 土砂災害 大分県土砂災害警戒区域等の公示に係る図書 

3 浸水災害ハザードマップ 浸水災害 三重町大野川＝西原、宇対瀬、 

 同 秋葉川・三重川＝市場一区、肝煎区 

 同 玉田川＝上赤嶺一区、二区、市場五区、

六区 

 同 三重川＝鬼塚、内山、久知良一区、 

下赤嶺岡、中の原、上小坂、

内田、松尾 

朝地町小賀川＝近地、 

同 平井川・真竹川＝朝地 

同 平井川・小賀川＝坪泉 

同 平井川＝板井迫 

千歳町 茜川＝下山、新殿、 

 同 大野川＝高柴 

犬飼町大野川＝下野、中央、小福手、久原 

 同 柴北川・大野川＝下町 

4 ため池災害ハザードマップ ため池災害 三重町 黒岩ため池 

向野第三ため池 

鬼塚ため池 

栗ノ木ため池 

山ノ口ため池 

大堤ため池 

辻ため池 

迫田ため池 

清川町 津留ため池 

宝生寺ため池 

緒方町 荒平ため池 

大野町 妙勝庵ため池 

犬飼町 西谷ため池 
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【資料４―６】防災重点ため池一覧表 

令和 3年 3月末 

番号 ため池名 所在地 堤高（ｍ） 貯水量（㎥） 

1 鬼塚 豊後大野市  三重町秋葉 8.4 10,900 

2 平野 豊後大野市  三重町内田 6.8 13,100 

3 向野 豊後大野市  三重町向野 10.7 21,400 

4 向野第三 豊後大野市  三重町向野 4.5 4,800 

5 原ノ下 豊後大野市  三重町内田 5.8 6,300 

6 黒岩 豊後大野市  三重町百枝 12.9 127,700 

7 伊立 豊後大野市  三重町浅瀬 2.5 3,466 

8 平戸 豊後大野市  三重町宮野 4.6 2,200 

9 京塚 豊後大野市  三重町宮野 6.6 6,000 

10 日向志 豊後大野市  三重町浅瀬 13.9 78,000 

11 樋掛 豊後大野市  三重町上田原 8.8 15,200 

12 栗ノ木 豊後大野市  三重町上田原 10.3 15,000 

13 辻 豊後大野市  三重町上田原 8.4 11,800 

14 山ノ口 豊後大野市  三重町向野 14 17,200 

15 辻ヶ迫 豊後大野市  三重町川辺 8.1 5,134 

16 津留 豊後大野市  三重町内田 9.4 8,500 

17 浅水上 豊後大野市  三重町浅瀬 3.9 3,933 

18 迫 豊後大野市  三重町菅生 6.6 9,700 

19 迫田 豊後大野市  三重町浅瀬 7.1 3,100 

20 大堤 豊後大野市  三重町秋葉 10.9 67,700 

21 大谷 豊後大野市  三重町浅瀬 11.1 24,240 

22 上り戸 豊後大野市  三重町西畑 7.6 4,300 

23 河内 豊後大野市  三重町本城 6.7 7,800 

24 広瀬 豊後大野市  三重町松尾 5.2 7,626 

25 柏野２号 豊後大野市  清川町平石 9 22,000 

26 小原 豊後大野市  清川町六種 10.9 18,400 

27 宝生寺 豊後大野市  清川町宇田枝 4.6 3,300 

28 津留 豊後大野市  清川町宇田枝 6.8 18,666 

29 柏野(３) 豊後大野市  清川町平石 7.7 8,800 

30 荒平 豊後大野市  緒方町久土知 15 227,920 

31 内田代(女小野) 豊後大野市  大野町後田 9 10,613 
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番号 ため池名 所在地 堤高（ｍ） 貯水量（㎥） 

32 米ノ山 豊後大野市  大野町田中 6.4 17,600 

33 妙勝庵 豊後大野市  大野町田中 3.8 4,200 

34 高城 豊後大野市  大野町酒井寺 8 17,600 

35 大木 豊後大野市  千歳町下山 9.7 9,100 

36 石田 豊後大野市  千歳町石田 7.7 11,000 

37 高畑 豊後大野市  千歳町高畑 7.7 1,600 

38 寺ヶ谷 豊後大野市  千歳町前田 10.6 2,400 

39 仲畑 豊後大野市  千歳町石田 10.4 6,600 

40 西谷 豊後大野市  犬飼町高津原 9.7 9,700 

41 えげの池 豊後大野市  犬飼町栗ケ畑 4.7 4,700 

42 清水上 豊後大野市  犬飼町久原 6.8 1,600 

43 清水下 豊後大野市  犬飼町久原 9 1,200 

44 大谷 豊後大野市  犬飼町大寒 8.7 12,400 

45 桐の木 豊後大野市  犬飼町柚野木 6.1 9,000 

46 米山 豊後大野市  犬飼町大寒 7.8 3,400 

47 津留上 豊後大野市  犬飼町田原 6.9 14,400 

48 津留下 豊後大野市  犬飼町田原 7.8 12,700 

49 東台 豊後大野市  三重町西畑 3.7 600 
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【資料５】大分地方気象台 注意報・警報発表基準一覧表 

●警報・注意報発表基準一覧表                         大分地方気象台 

府県予報区 大分県 

一次細分区域 南部 

市町村等をまとめた区域 豊後大野市 

警 

報 

大雨 
浸水害 表面雨量指数基準 17 

土砂災害 土壌雨量指数基準 128 

洪水 

流域雨量指数基準 

柴北川流域=16.9 茜川流域=14.5  

三重川流域=13.7 奥岳川流域=45.7  

平井川流域=11.2 緒方川流域=29.4  

清田川流域=5.6  大野川流域=63.7  

小賀川流域=5.5  真竹川流域=7.1  

稲葉川流域=5 

複合基準 *1 
茜川流域=(6,13.5)   平井川流域=(6,11)  

大野川流域=(6,57.3) 小賀川流域=(8,4.9) 

暴風 平均風速 20m/s 

暴風雪 平均風速 20m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 平地=10cm 山地=20cm 

注
意
報 

大雨 
表面雨量指数基準 9 

土壌雨量指数基準 96 

洪水 

流域雨量指数基準 

柴北川流域=13.5 茜川流域=11.6  

三重川流域=10.9 奥岳川流域=36.5  

平井川流域=8.9  緒方川流域=23.5  

清田川流域=4.4  大野川流域=50.9  

小賀川流域=4.4  真竹川流域=5  

稲葉川流域=3.5 

複合基準 *1 

茜川流域=(5,11.6)   奥岳川流域=(5,28)  

平井川流域=(6，7.1)  緒方川流域=(5，23.5) 

清田川流域=(5，4.4)  大野川流域=(6,39.9) 

小賀川流域=(8，3.5) 稲葉川流域=(5，3.5) 

強風 平均風速 12m/s 

風雪 平均風速 12m/s 雪を伴う 

大雪 降雪の深さ 12時間降雪の深さ 平地=3cm 山地=5cm 

雷 落雷等により被害が想定される場合 

濃霧 視程 100m 

乾燥 最小湿度 45%で実効湿度 65% 

なだれ 
積雪の深さ 100cm以上で、次のいずれか 
1気温 3℃以上の好天  2低気圧等による降雨  3降雪の深さ 30cm以上 

低温 
夏期：平年より平均気温が 3℃以上低い日が 3日続いた後、さらに 2日 

以上続くと予想される場合 

冬期：沿岸部で最低気温-4℃以下、内陸部で-8℃以下 

霜 11月 20日までの早霜 3月 20日以降の晩霜 最低気温 3℃以下 

着氷・着雪 大雨注意報・警報の条件下で、気温-2℃～2℃、湿度 90%以上 

記録的短期間大雨情報 1時間雨量 110mm 

*1 （表面雨量指数、流域雨量指数）の組み合わせみよる基準値を表します。 
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【資料６―１】水防警報を行う指定河川 

 水防警報発令者：大分県豊後大野土木事務所長 

記号 河 川 名 延   長 位            置 

 А－１ 

 

大 野 川 

 

左岸 2,700m 

右岸 3,000m 

左岸：豊後大野市犬飼町田原から下津尾まで 

右岸：豊後大野市犬飼町久原字仲竹から久原字シカカ坂まで 

 А－１ 柴 北 川 左岸    200m 

右岸 1,300m 

左岸：豊後大野市犬飼町下津尾字園田から大野川合流点まで 

右岸：豊後大野市犬飼町下津尾字鮎ヶ瀬から大野川合流点まで 

 А－２ 大 野 川 左岸  1,000m 

右岸 1,350m 

左岸：豊後大野市千歳町柴山 平成大橋の上流400ｍ下流600ｍ 

右岸：豊後大野市三重町浅瀬 平成大橋の上流750ｍ下流600ｍ 

 А－３ 大 野 川 右岸 2,000m 豊後大野市三重町西泉の向野橋の下流2,000ｍ 

 А－４ 茜 川 両岸   110m 豊後大野市千歳町下山の漆生橋から新殿橋の下流100ｍまで 

 А－５ 平 井 川 両岸 3,000m 左岸：豊後大野市朝地町朝地の風呂の元堰から板井迫まで 

右岸：豊後大野市朝地町朝地の風炉の元堰から上尾塚まで 

 А－５ 真 竹 川 両岸  300m 豊後大野市朝地町板井迫のひとつ橋から朝地の平井川合流点まで 

 Ａ―５ 小 賀 川 両岸 1,200m 豊後大野市朝地町朝地の串戸橋から朝地の平井川合流点まで 

 А－６ 三 重 川 両岸 6,000m 豊後大野市三重町内山の長者橋から小坂の天神橋まで 

 А－６ 玉 田 川 両岸 1,200m 豊後大野市三重町玉田の川澄化学㈱三重工場前から三重川合流点まで 

 А－６ 秋 葉 川 両岸  600m 豊後大野市三重町秋葉字杉ノ元の市道肝煎鬼塚線の橋から三重川合流点まで  

 

【資料６―２】重要水防区域等一覧 

    ●重要水防区域・・・水防上、特に注意を要する個所 

記号 河 川 名  延   長    位     置 水防工法 

Ｂ－1 大 野 川 左岸  800m 

右岸  900m 

豊後大野市犬飼町下津尾から犬飼町久原 積土のう 

Ｂ－2 大 野 川 左岸 1,000m 

右岸 1,350m 

左岸：豊後大野市千歳町柴山 平成大橋の上流400ｍ下流600ｍ 

右岸：豊後大野市三重町浅瀬 平成大橋の上流750ｍ下流600ｍ 

積土のう 

Ｂ－3 大 野 川 右岸  2,000m 豊後大野市三重町西泉の向野橋の下流2,000ｍ 積土のう 

Ｂ－4 三 重 川 両岸  2,000m 豊後大野市三重町秋葉から三重町内山 積土のう 

Ｂ－5 柴 北 川 右岸  500m 豊後大野市犬飼町下津尾 積土のう 

Ｂ－6 

 

平 井 川 

 

左岸    500m 

右岸    400m 

豊後大野市朝地町板井迫 

 

積土のう 

Ｂ－7 

 

平 井 川 

 

左岸   800m 

右岸    700m 

豊後大野市朝地町朝地から朝地町坪泉 積土のう 

 

Ｂ－8 真 竹 川 両岸   300m 豊後大野市朝地町朝地 積土のう 
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Ｂ－9 

 

小 賀 川 

 

左岸  1,200m 

右岸    200m 

豊後大野市朝地町朝地 

 

積土のう 

 

    ●水防区域・・・水防上注意を要する個所 

記号 河 川 名  延   長    位          置 水防工法  

Ｃ－１ 緒 方 川 右岸   300m 豊後大野市清川町天神 積土のう 

Ｃ－２ 大 野 川 左岸   300m 豊後大野市朝地町上尾塚 積土のう 

Ｃ－３ 大 野 川 左岸    800m 

右岸  1,200m 

豊後大野市緒方町越生 積土のう 

Ｃ－４ 大 野 川 左岸   300m 豊後大野市朝地町志賀 積土のう 

Ｃ－５ 柴 北 川 左岸  500m 豊後大野市犬飼町柴北 積土のう 

Ｃ－６ 柴 北 川 右岸  300m 豊後大野市犬飼町山内 積土のう 

Ｃ－７ 茜    川 右岸  300m 豊後大野市犬飼町下津尾 積土のう 

Ｃ－８ 茜  川 両岸  150m 豊後大野市千歳町下山 積土のう 

Ｃ－ 9 平 井 川 両岸  1,100m 豊後大野市大野町矢田から夏足まで 積土のう 

Ｃ－ 10 酒井寺川 右岸    200m 豊後大野市大野町大原 積土のう 

Ｃ－11 酒井寺川 右岸    200m 豊後大野市朝地町市万田 積土のう 

Ｃ－12 奥 嶽 川 左岸  400m 豊後大野市清川町臼尾 積土のう 

Ｃ－13 緒 方 川 左岸  400m 豊後大野市緒方町原尻 積土のう 

Ｃ－14 徳 田 川 両岸  300m 豊後大野市緒方町上年野 積土のう 

 

    ●重要浸水区域・・・過去家屋が浸水した個所 

記号 河 川 名  延   長    位          置  備 考  

Ｅ－１ 

 

大 野 川 

 

左岸   600m 

右岸  800m 

豊後大野市犬飼町下津尾 

から犬飼町久原 

 

 

Ｅ－２ 大 野 川 左岸 1,000m 

右岸 1,350m 

左岸：豊後大野市千歳町柴山 平成大橋の 

上流400ｍ下流600ｍ 

右岸：豊後大野市三重町浅瀬 平成大橋の 

上流750ｍ下流600ｍ 

 

Ｅ－３ 柴 北 川 右岸  500m 豊後大野市犬飼町下津尾  

Ｅ－４ 

 

平 井 川 

 

左岸    500m 

右岸    400m 

豊後大野市朝地町板井迫 

 

大恩寺地区   

Ｅ－５ 

 

平 井 川 

 

左岸    500m 

右岸    200m 

豊後大野市朝地町朝地から朝地町坪泉 妙見淵～   

駅前住宅付近 

Ｅ－６ 

 

小 賀 川 

 

左岸  1,200m 

右岸    200m 

豊後大野市朝地町朝地 

 

近地団地周辺 

～妙見淵  
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河川警戒水位（水位周知河川） 

河川名 

(観測所) 

水防団待機

水位 (ﾚﾍﾞﾙ

１) 

氾濫注意水

位 

(ﾚﾍﾞﾙ2) 

避難判断水

位 

(ﾚﾍﾞﾙ3) 

氾濫危険水

位 

(ﾚﾍﾞﾙ4) 

氾濫発生 

(ﾚﾍﾞﾙ5) 
対象河川 

平井川 

(朝地橋) 
2.0 2.4 2.6 3.2 

 

 

平井川、真竹川

、小賀川 

茜 川 

(新殿橋) 
0.7 1.5 1.5 2.2  茜 川 

大野川 

(犬 飼) 
5.0 8.0 10.0 12.0  大野川、柴北川 

大野川 

(向野橋) 
2.8 5.8 7.1 7.9  大野川 

三重川 

(平吹橋) 
0.8 1.1 1.4 1.7 

 

 

三重川、玉田川

、秋葉川 

 

 

【資料７】広域受援拠点（大分県広域受援計画） 

 ●進出拠点 

施設名 所在地 敷地面積 駐車台数 トイレ 

道の駅あさじ 朝地町板井迫 1016-1 2,000㎡ 50台 有 

内山観音前駐車場 三重町内田 527 3,000㎡ 120台 有 

元犬飼小学校跡地 犬飼町久原 1010-1 7,200㎡ 140台 無 

 

 ●応援部隊活動拠点 

施設名 所在地 敷地面積 駐車場の面積 
ｱｸｾｽ道路の

幅 

三重総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 三重町赤嶺 2693 42,000㎡ 7,770㎡(250台) 7m 

清川総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 清川町三玉 807-1 17,837㎡ 3,025㎡(111台) 5.7m 

緒方総合運動公園 緒方町下自在 999 11,821㎡ 10,250㎡ 6m 

朝地ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 朝地町坪泉 552 35,041㎡ 1,500㎡(100台) 5.5m 

大野総合運動公園 大野町田代 2666 102,200㎡ 2,500㎡(120台) 7m 

千歳総合運動公園 千歳町下山 1156 63,000㎡ 3,100㎡(210台) 6m 

犬飼総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 犬飼町田原 1500-1 28,595㎡ 3,477㎡(57台) 5.3m 

 

 ●物資輸送拠点 

施設名 所在地 物資集積可能な場所 駐車場面積 

三重体育館 三重町内田 881 体育館（800㎡） 1,300㎡（85台） 

 

 

 ●地域内輸送拠点の候補施設 
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施設名 所在地 耐震 屋根 床 大型 電源 

避難 

所外 

利用可

能面積

(㎡) 

三重体育館 三重町内田 881 ○ ○    ○ 861 

三重総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 三重町赤嶺 2693   ○ ○  ○ 25,800 

清川総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 清川町三玉 807-1   ○ ○  ○ 10,407 

緒方総合運動公園 緒方町下自在 999   ○ ○  ○ 30,444 

朝地ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 朝地町坪泉 552   ○ ○  ○ 9,876 

大野総合運動公園 大野町田代 2666   ○ ○  ○ 25,797 

千歳総合運動公園 千歳町下山 1156   ○ ○  ○ 24,022 

犬飼総合ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ 犬飼町田原 1500-1   ○ ○  ○ 30,943 

 

●臨時ヘリポート（場外離着陸場） 

場外名 所在地 

サンスポーツランドみえ 三重町百枝 1086-273 

清川総合クラウンド 清川町三玉 807-1 

緒方総合運動公園 緒方町下自在 999 

緒方野球場 緒方町下自在 999 

荒平の池公園 緒方町久土知荒平 1214-74 

朝地グラウンド 朝地町坪泉 552 

大野総合運動公園 大野町田代 2666 

リバーパーク犬飼（ｻｯｶｰ場） 犬飼町田原 714-3 
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【資料８―１】災害時優先電話一覧表 

 

No 建物等 電話番号 設置場所住所 備考 

1 豊後大野市役所 0974-22-1001 豊後大野市三重町市場 1200   

2 豊後大野市役所 0974-22-1002 豊後大野市三重町市場 1200   

3 豊後大野市役所 0974-22-1003 豊後大野市三重町市場 1200   

4 豊後大野市役所 0974-22-1004 豊後大野市三重町市場 1200   

5 豊後大野市役所 0974-22-1005 豊後大野市三重町市場 1200   

6 豊後大野市役所 0974-22-1026 豊後大野市三重町市場 1200   

7 豊後大野市役所 0974-22-1027 豊後大野市三重町市場 1200   

8 豊後大野市役所 0974-22-1028 豊後大野市三重町市場 1200   

9 清川支所 0974-35-2112 豊後大野市清川町砂田 936-2   

10 緒方支所 0974-42-2114 豊後大野市緒方町馬場 41-1   

11 朝地支所 0974-72-1111 豊後大野市朝地町朝地 932-1   

12 朝地支所 0974-72-1112 豊後大野市朝地町朝地 932-1  

13 朝地支所 0974-72-1113 豊後大野市朝地町朝地 932-1  

14 大野支所 0974-34-2303 豊後大野市大野町田中 55-1   

15 千歳支所 0974-37-2111 豊後大野市千歳町新殿 706-1   

16 千歳支所 0974-37-2112 豊後大野市千歳町新殿 706-1   

17 犬飼支所 097-578-1112 豊後大野市犬飼町犬飼 28   

18 緒方公民館 0974-42-3161  豊後大野市緒方町馬場 41-1   

19 朝地公民館 0974-72-0048 豊後大野市朝地町坪泉 494   

20 隣保館 0974-34-3603 豊後大野市大野町田中 74-1   

21 大野公民館 0974-34-2130 豊後大野市大野町田中 81-1   

22 千歳公民館 0974-37-2069 豊後大野市千歳町新殿 706-1   

23 犬飼公民館 097-578-1282 豊後大野市犬飼町田原 1476   

24 豊後大野市消防本部 0974-24-0113 豊後大野市三重町内田 2827-1   

25 豊後大野市消防本部 0974-22-0450 豊後大野市三重町内田 2827-1   

26 豊後大野市消防本部 0974-22-0451 豊後大野市三重町内田 2827-1   

27 豊後大野市消防本部 0974-22-3285 豊後大野市三重町内田 2827-1   

28 豊後大野市消防本部 0974-22-6511 豊後大野市三重町内田 2827-1   

29 豊後大野市消防本部 0974-22-6512 豊後大野市三重町内田 2827-1   

30 消防本部東分署 097-578-0249 豊後大野市犬飼町下津尾 4042-1   

31 消防本部東分署 097-578-0252 豊後大野市犬飼町下津尾 4042-1   

32 消防本部南分署 0974-42-2311 豊後大野市緒方町上自在 384   

33 消防本部南分署 0974-42-2342 豊後大野市緒方町上自在 384   
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No 建物等 電話番号 設置場所住所 備考 

34 消防本部西分署 0974-34-2110 豊後大野市大野町大原 1293   

35 消防本部西分署 0974-34-2125 豊後大野市大野町大原 1293   

36 緒方保育園 0974-42-2454 豊後大野市緒方町下自在 157-1   

37 菅生幼稚園 0974-22-0373 豊後大野市三重町浅瀬 3316   

38 百枝幼稚園 0974-22-4676 豊後大野市三重町西泉 1512   

39 三重幼稚園 0974-22-0628 豊後大野市三重町市場 1496   

40 東幼稚園 0974-22-0865 豊後大野市三重町小坂 3959   

41 新田幼稚園 0974-22-6537 豊後大野市三重町久田 1220   

42 おおのさくら幼稚園 0974-34-2456 豊後大野市大野町田中 2180-1   

43 千歳幼稚園 0974-37-2033 豊後大野市千歳町新殿 770-1   

44 通山幼稚園 097-578-1862 豊後大野市犬飼町柚野木 1732-1   

45 菅尾小学校 0974-22-0374 豊後大野市三重町浅瀬 3304   

46 百枝小学校 0974-22-0655 豊後大野市三重町西泉 1512   

47 三重第一小学校 0974-22-0049 豊後大野市三重町市場 1062-1   

48 三重東小学校 0974-22-0148 豊後大野市三重町小坂 3959   

49 新田小学校 0974-22-0810 豊後大野市三重町久田 1220   

50 清川小学校 0974-35-2312 豊後大野市清川町砂田 1732   

51 緒方小学校 0974-42-3150 豊後大野市緒方町馬場 100   

52 朝地小中学校 
0974-72-0067 

0974-72-0068 
豊後大野市朝地町朝地 2030   

53 大野小学校 0974-34-2017 豊後大野市大野町田中 2261   

54 千歳小学校 0974-37-2020 豊後大野市千歳町新殿 761-1   

55 犬飼小学校 097-578-0020 豊後大野市犬飼町久原 711   

56 三重中学校 0974-22-0135 豊後大野市三重町内田 1050   

57 清川中学校 0974-35-2350 豊後大野市清川町砂田 1795   

58 緒方中学校 0974-42-3155 豊後大野市緒方町下自在 1030   

59 大野中学校 0974-34-2004 豊後大野市大野町田中 2135   

60 千歳中学校 0974-37-2021 豊後大野市千歳町新殿 809-1   

61 犬飼中学校 097-578-0200 豊後大野市犬飼町久原 900   

62 三重町西泉浄水場 0974-22-0560 豊後大野市三重町西泉 1271   

63 豊後大野市民病院 0974-42-3083 豊後大野市緒方町馬場 276   

64 豊後大野市民病院 0974-42-3123 豊後大野市緒方町馬場 276   

65 朝倉文夫記念館 0974-72-1300 豊後大野市朝地町池田 1587-11   
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【資料８―２】衛星携帯電話一覧表 

 

No 建物等 電話番号 設置場所住所 備考 

1 豊後大野市役所 080-1792-2569 豊後大野市三重町市場 1200   

2 豊後大野市消防本部 080-1792-2570 豊後大野市三重町内田 2827-1   

3 消防本部南分署 080-1792-2571 豊後大野市緒方町上自在 384   

4 豊後大野市民病院 080-8390-6758 豊後大野市緒方町馬場 276   

5 (一社) 豊後大野市医師会 870-7763-22150 豊後大野市三重町百枝 1086-12  

 

 

【資料８―３】ＡＥＤ設置箇所一覧表 

 

No 施設分類 設置施設 住所 電話番号 

1 県 豊肥保健所 豊後大野市三重町市場 934-2 0974-22-0162 

2 県 豊後大野土木事務所 豊後大野市三重町市場 1123 0974-22-1056 

3 県 大分県立農業大学校 豊後大野市三重町赤嶺 2328-1 0974-22-7581 

4 県(教育) 三重総合高等学校 豊後大野市三重町秋葉 1010 0974-22-5500 

5 県(公安) 豊後大野警察署 豊後大野市三重町内田 1196 0974-22-2131 

6 市 豊後大野市役所 豊後大野市三重町市場 1200 0974-22-1001 

7 市 豊後大野市役所清川支所 豊後大野市清川町砂田 936-2 0974-35-2111 

8 市 豊後大野市役所緒方支所 豊後大野市緒方町馬場 41-1 0974-42-2111 

9 市 豊後大野市役所朝地支所 豊後大野市朝地町朝地 932-1 0974-72-1111 

10 市 豊後大野市役所大野支所 豊後大野市大野町田中 55-1 0974-34-2301 

11 市 豊後大野市役所千歳支所 豊後大野市千歳町新殿 706-1 0974-37-2111 

12 市 豊後大野市役所犬飼支所 豊後大野市犬飼町犬飼 28 097-578-1111 

13 市 中央公民館 豊後大野市三重町市場 1200 0974-22-1001 

14 市 清川公民館(神楽会館) 豊後大野市清川町砂田 810 0974-35-2372 

15 市 緒方公民館 豊後大野市緒方町馬場 81-1 0974-42-3161 

16 市 朝地公民館 豊後大野市朝地町坪泉 494 0974-72-0048 

17 市 大野公民館 豊後大野市大野町田中 81-1 0974-34-2130 

18 市 千歳公民館 豊後大野市千歳町新殿 706-1 0974-37-2069 

19 市 犬飼公民館 豊後大野市犬飼町田原 1476 097-578-1281 

20 市 隣保館 豊後大野市大野町田中 74-1 0974-34-3603 

21 市 菅尾小学校 豊後大野市三重町浅瀬 3304 0974-22-0374 

22 市 百枝小学校 豊後大野市三重町西泉 1512 0974-22-0655 

23 市 三重第一小学校 豊後大野市三重町市場 1062-1 0974-22-0049 
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No 施設分類 設置施設 住所 電話番号 

24 市 三重東小学校 豊後大野市三重町小坂 3959 0974-22-0148 

25 市 新田小学校 豊後大野市三重町久田 1220 0974-22-0810 

26 市 清川小学校 豊後大野市清川町砂田 1732 0974-35-2312 

27 市 緒方小学校 豊後大野市緒方町馬場 100 0974-42-3150 

28 市 大野小学校 豊後大野市大野町田中 2261 0974-34-2017 

29 市 千歳小学校 豊後大野市千歳町新殿 761-1 0974-37-2020 

30 市 犬飼小学校 豊後大野市犬飼町久原 711 097-578-0020 

31 市 旧犬飼小学校通山分校 豊後大野市犬飼町柚野木 1727   

32 市 三重中学校 豊後大野市三重町内田 1050 0974-22-0135 

33 市 清川中学校 豊後大野市清川町砂田 1795 0974-35-2350 

34 市 緒方中学校 豊後大野市緒方町下自在 1030 0974-42-3155 

35 市 朝地小中学校 豊後大野市朝地町朝地 2030 0974-72-0067 

36 市 大野中学校 豊後大野市大野町田中 2135 0974-34-2004 

37 市 千歳中学校 豊後大野市千歳町新殿 809-1 0974-37-2021 

38 市 犬飼中学校 豊後大野市犬飼町久原 900 097-578-0200 

39 市 ｴｲﾄﾋﾟｱおおの 豊後大野市三重町内田 878 0978-22-8000 

40 市 大原総合体育館 豊後大野市三重町百枝 1086-35 0974-22-3380 

41 市 三重総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ管理棟 豊後大野市三重町赤嶺 2693 0974-22-0161 

42 市 ｻﾝｽﾎﾟｰﾂﾗﾝﾄﾞ三重 豊後大野市三重町百枝 1086-273 0974-22-7678 

43 市 清川総合ｸﾞﾗﾝﾄﾞ 豊後大野市清川町三玉 807-1   

44 市 緒方総合運動公園管理室 豊後大野市緒方町下自在 999 0974-42-3033 

45 市 大野総合運動公園管理室 豊後大野市大野町田代 2666 0974-34-4000 

46 市 千歳総合運動公園管理室 豊後大野市千歳町下山 1156 0974-37-3005 

47 市 朝地体育館 豊後大野市朝地町朝地 927 0974-72-0048 

48 市 朝倉文夫記念館 豊後大野市朝地町池田 1587-11 0974-72-1300  

49 市 豊後大野市消防本部 豊後大野市三重町内田 2827-1 0974-22-0450 

50 市 消防本部東分署 豊後大野市犬飼町下津尾 4042-1 097-578-0249 

51 市 消防本部南分署 豊後大野市緒方町上自在 384 0974-42-2311 

52 市 消防本部西分署 豊後大野市大野町大原 1293 0974-34-2110 

53 市 豊後大野市民病院 豊後大野市緒方町馬場 276 0974-42-3121 

54 民間 旧長谷川保育園 (奥嶽茶屋) 豊後大野市緒方町小原 1242-1 0974-47-2611 

55 民間 旧上緒方地区公民館 豊後大野市緒方町上冬原 2 0974-42-3161 

56 民間 ふるさと体験村 豊後大野市大野町中土師 610-2 0974-34-3548 

57 民間 帰巖会 みえ病院 豊後大野市三重町赤嶺 1250-1 0974-22-2222 
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No 施設分類 設置施設 住所 電話番号 

58 民間 
社会医療法人関愛会  

清川診療所 
豊後大野市清川町砂田 1877-3 0974-35-3561 

59 民間 
介護老人保健施設  

ﾆｺﾆｺ銘水苑 
豊後大野市三重町小坂 4110-7 0974-22-7777 

60 民間 すがおこどもｸﾗﾌﾞ 豊後大野市三重町浅瀬 3109 0974-22-1133 

61 民間 百枝児童ｸﾗﾌﾞ 豊後大野市三重町百枝 1712-3 080-1783-9180 

62 民間 三重東児童ｸﾗﾌﾞ 豊後大野市三重町小坂 3959 0974-22-6820 

63 市 三重ふれあい児童館 豊後大野市三重町市場 1200 0974-22-1065 

64 民間 おがたっこはうす 豊後大野市緒方町馬場 100 0974-24-4646 

65 民間 朝地児童館 豊後大野市朝地町朝地 906-7 0974-72-1002 

66 市 大野児童館 豊後大野市大野町藤北 158 0974-34-3811 

67 市 千歳ふれあい児童館 豊後大野市千歳町新殿 1137 0974-37-2346 

68 民間 犬飼ふれあい児童館 豊後大野市犬飼町下津尾 3883-1 097-578-5255 

69 民間 すがおこども園 豊後大野市三重町菅生 2398 0974-22-6454 

70 民間 ももえだこども園 豊後大野市三重町百枝 1570 0974-22-2100 

71 民間 ひがしこども園 豊後大野市三重町小坂 3956 0974-22-4460 

72 民間 しいのみこども園 豊後大野市清川町砂田 1876-1 0974-35-2314 

73 民間 あさじﾙﾝﾋﾞﾆこども園 豊後大野市朝地町坪泉 526 0974-72-0171 

74 民間 おおのﾙﾝﾋﾞﾆこども園 豊後大野市大野町田中 247-13 0974-34-2725 

75 民間 いぬかいこども園 豊後大野市犬飼町田原 1419 097-578-0706 

76 民間 扇田保育園 豊後大野市三重町内田 2717-1 0974-22-0570 

77 民間 双葉保育園 豊後大野市三重町市場 1160 0974-22-0562 

78 市 緒方保育園 豊後大野市緒方町下自在 157-1 0974-42-2454 

79 民間 千歳保育園 豊後大野市千歳町長峰 730 0974-37-2073 

80 民間 どんぐり幼稚園 豊後大野市三重町市場 1477-4 0974-22-0182 

81 市 おおのさくら幼稚園 豊後大野市大野町田中 2180-1 0974-34-2456 

82 民間 介護老人保健施設 豊西苑 豊後大野市三重町百枝 1086-12 0974-22-7171 

 ※民間施設については､把握できている施設のみ  
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【資料９】被災者、被災事業者の災害復旧・復興支援に関する各種制度の概要 

 

第１節 経済・生活面の支援 

 

１－１ 災害弔慰金（災害弔慰金の支給等に関する法律） 

種   類 給付 

支援の内容 

１ 災害により死亡した方の遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に

基づき支給。 

２ 支給額 

① 生計維持者が死亡した場合:500万円を超えない範囲内 

② その他の者が死亡した場合:250万円を超えない範囲内 

対象者 

１ 災害により死亡した方(本市に住民登録のある方)の遺族。 

２ 支給の範囲・順位は、死亡した方の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、

⑥いずれも存しない場合は兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時その者と同居し、又

は生計を同じくしていた者に限る。）。 

対象となる災害 

１ 市内において住居が 5世帯以上滅失した災害 

２ 県内で住居が 5世帯以上滅失した市町村が 3以上ある場合の災害 

３ 県内で災害救助法適用市町村が 1以上ある場合の災害 

４ 災害救助法適用市町村を持つ都道府県が 2以上ある場合の災害 

問合先 市 

 

１－２ 災害弔慰金（大分県災害弔慰金等補助金交付要綱等） 

支援の種類 給付 

支援の内容 

１ 災害により死亡した方の遺族に対して、大分県災害弔慰金等補助金交付要綱

等に基づき支給する。 

２ 支給額 
① 生計維持者が死亡した場合:250万円を超えない範囲内 
② その他の者が死亡した場合:125万円を超えない範囲内 

対象者 

１ 災害により死亡した方（市内に住民登録のある方）の遺族。 

２ 支給の範囲・順位は、死亡した方の①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、

⑥いずれも存しない場合は兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時その者と同居し、又

は生計を同じくしていた者に限る。）。 

対象となる災害 

県内で発生した 1-1以外の災害で、下記の要件を満たす場合 

１ 本市に被害が発生し、気象警報又は特別警報が発表されたとき 

２ 本市に被害が発生し、震度 4以上の地震が発生したとき 

３ 県内の火山に火口周辺警報又は噴火警報が発表されたとき 等 

問合先 市 
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２－１ 災害障害見舞金（災害弔慰金の支給等に関する法律） 

種   類 給付 

支援の内容 

１ 災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障がいが出た場合、災害弔慰金

の支給等に関する法律に基づき、災害障害見舞金を支給する。 

２ 災害障害見舞金の支給額は次のとおり。 
① 生計維持者が重度の障がいを受けた場合:250万円を超えない範囲内 
② その他の者が重度の障がいを受けた場合:125万円を超えない範囲内 

対象者 

１ 災害により以下のような重い障がいを受けた方。 

 ①両眼が失明した人 

 ②咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人 

 ③神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する人 

 ④胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する人 

 ⑤両上肢をひじ関節以上で失った人 

 ⑥両上肢の用を全廃した人 

 ⑦両下肢をひざ関節以上で失った人 

 ⑧両下肢の用を全廃した人 

 ⑨精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が

前各項目と同程度以上と認められる人 

対象となる災害 1-1に同じ 

問合先 市 

 

２－２ 災害障害見舞金（大分県災害弔慰金等補助金交付要綱等） 

支援の種類 給付 

支援の内容 

１ 災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障がいがでた場合、大分県災害

弔慰金等補助金交付要綱等に基づき支給する。 

２ 支給額 
① 生計維持者が重度の障がいを受けた場合:125万円を超えない範囲内 
② その他の者が重度の障がいを受けた場合:62.5万円を超えない範囲内  

対象者 

１ 災害により以下のような重い障がいを受けた方 

①両眼が失明した人 

②咀嚼(そしゃく)及び言語の機能を廃した人 

③神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する人 

④胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する人 

⑤両上肢をひじ関節以上で失った人 

⑥両上肢の用を全廃した人 

⑦両下肢をひざ関節以上で失った人 

⑧両下肢の用を全廃した人 

⑨精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が

前各項目と同程度以上と認められる人 

対象となる災害 1-2に同じ 

問合先 市 
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３ 災害援護資金（災害弔慰金の支給等に関する法律） 

（１）支援の種類：貸付 

   災害により負傷又は住居、家財の損害を受けた方に対して、災害弔慰金の支給等に関する

法律に基づき、生活の再建に必要な資金を貸し付ける。 

貸付限度額 

① 世帯主に 1か月以上の負傷がある場合 

 ア 当該負傷のみ 150万円 

 イ 家財の 3分の 1以上の損害 250万円 

 ウ 住居の半壊 270万円 

 工 住居の全壊 350万円 
② 世帯主に 1か月以上の負傷がない場合 

 ア 家財の 3分の 1以上の損害 150万円 

 イ 住居の半壊 170万円 

 ウ 住居の全壊(工の場合を除く) 250万円 

 工 住居の全体の滅失又は流失 350万円 

貸付利率 年 3%(据置期間中は無利子) 

※軽減措置を講じる場合がある。 

据置期間 3年以内(特別の場合 5年) 

償還期間 10年以内(据置期間を含む) 

（２）対象者 

   以下のいずれかの被害を受けた世帯の世帯主が対象。 
① 世帯主が災害により負傷し、その療養に要する期間がおおむね 1か月以上 
② 家財の 1/3以上の損害 
③ 住居の半壊又は全壊・流出 

（３）所得制限 

世帯人員 市町村民税における前年の総所得金額 

1人  220万円 

2人  430万円 

3人  620万円 

4人  730万円 

5人以上 
1人増すごとに 730万円に 30万円を加えた額。 

ただし、住居が滅失した場合は 1,270万円とする。 

※対象となる災害は、自然災害で県において災害救助法が適応された市町村が 1 以上ある場合の

災害。 

（４）問合先 市 

 

４ 生活福祉資金制度による貸付 

（１）支援の種類：融資 

  ①生活福祉資金は、金融機関等からの「借入が困難な低所得世帯、障がい者や介護を要する

65才以上の高齢者がいる世帯に対して、経済的な自立と生活の安定を図ることために必要

な経費を貸し付けるもの。 

  ②生活福祉資金には、災害を受けたことにより臨時に必要となる費用の貸付(福祉費)、災害

等によって緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合の小口の貸付(緊急小口資金)

の貸付がある。 

【福祉費】                      【緊急小口資金】 

貸付限度額 250万円(目安)  

 

貸付限度額 10万円 

貸付利率 
① 連帯保証人を立てた場合＝無利子 
② 連帯保証人を立てない場合＝年 1.5% 

貸付利率 無利子 

据置期間 2か月以内 
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据置期間 6か月以内 償還期間 8か月以内 

償還期間 7年以内(目安)  

  ③このほか、生活福祉資金には、総合支援資金、教育支援資金、不動産担保型生活資金があ

る。 

（２）対象者 

  ①低所得世帯、障がい者のいる世帯、介護を要する 65才以上の高齢者のいる世帯 

  ②災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適用除外 

（３）問合先：市社会福祉協議会、大分県社会福祉協議会 

 

５ 母子・父子・寡婦福祉資金貸付金 

支援の種類 貸付 

支援の内容 

１ 母子・父子・寡婦福祉資金とは、母子・父子家庭や寡婦を対象に、経済的な

自立と生活の安定を図るために必要な経費を貸し付けるもの。 

２ 災害により被災した母子・父子家庭及び寡婦に対しては、事業開始資金、事

業継続資金、住宅資金の据置期間の延長、償還金の支払猶予などの特別措置を

講じる。 

３ 事業開始資金、事業継続資金、住宅資金については、貸付けの日から 2 年

を超えない範囲で据置期間を延長できる。 

対象者 

１ 母子・父子福祉資金(以下のいずれかに該当する方が対象) 
① 母子家庭の母または父子家庭の父(配偶者のない者で現に児童を扶養して

いる父または母) 
② 配偶者のない者に扶養されている子 
③母のいない児童(20歳未満) 

２ 寡婦福祉資金(以下のいずれかに該当する方が対象) 
① 寡婦(かつて母子家庭の母であった者) 

 ②40歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の者 

問合先 市 

 

６ 厚生年金等担保貸付、労災年金担保貸付等 

（１）支援の種類    融資 

   共済年金、厚生年金、労災年金等を担保に、教育費や居住関係費、事業資金等を融資するも

の。 

貸付限度額 250万円以内（ただし、受給している年金の年額の範囲内） 

対象経費 住宅などの資金や事業資金 

保証人等 年金証書を預けるとともに、1名以上の連帯保証人が必要 

※金利については（株）日本政策金融公庫、独立行政法人福祉医療機構に確認すること 

（２）対象者：年金受給者 

（３）問合先：（株）日本政策金融公庫、独立行政法人福祉医療機構 

 

７ 恩給担保貸付 

（１）支援の種類：融資 

恩給を担保に、教育費や居住関係費、事業資金等を融資するもの。 

貸付限度額 250万円以内（ただし、恩給年額の 3年分以内） 

対 象 経 費 住宅などの資金や事業資金 

保 証 人 等 恩給証書等を預けるとともに、1名以上の連帯保証人が必要 

※ 金利については（株）日本政策金融公庫に確認すること 
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（２）対象者：恩給受給者 

（３）問合先：（株）日本政策金融公庫 

８ 教科書等の無償給与（災害救助法） 

支援の種類 現物支給 

支援の内容 
 災害救助法に基づく学用品の給付は、災害により学用品を失った児童・生徒に

対して・教科書や教材、文房具、通学用品を支給。 

対象者 

 災害救助法が適用された場合において、住宅に被害を受け学用品を失った小・

中学校、高等学校等の児童・生徒（特別支援学校、養護学校の小学児童及び中学

部生徒、中等教育学校、特別支援学校の高等部、高等専門学校、専修学校及び各

種学校の生徒を含む） 

問合先 災害救助法が適用された市 

 

９ 小・中学生の就学援助措置 

支援の種類 給付 

支援の内容 
 被災により、就学が困難な児童・生徒の保護者を対象に、就学に必要な学用品

費、新入学用品費、 通学費、郊外活動費、学校給食費等を援助する。 

対象者 被災により、就学が困難となった児童・生徒の保護者 

問合先 県、市、学校 

 

１０ 私立高等学校授業料減免措置 

支援の種類 減免 

支援の内容 
 天災その他不慮の災害等により就学が困難となった生徒に対し、授業料の減免

措置を行う私立高等学校に対し、県が補助する。 

対象者 
 天災その他不慮の災害等により学資の負担に堪えられなくなりかつ、他に学資

の援助をする者がない生徒で学業の継続が著しく困難と知事が認めるもの。 

問合先 県、各私立高等学校 

 

１１ 大学等授業料減免措置 

支援の種類 減免 

支援の内容 
 災害により、家計が急変した等の理由により授業料等の納付が困難な学生を対

象に、授業料等の減額、免除を行う。 

対象者 各大学等において、減免等を必要とすると認める者 

問合先  各大学等 

 

12 幼稚園への就園奨励事業 

支援の種類 給付 

支援の内容 保護者の所得状況に応じて､幼稚園の入園料・保育料を軽減する。 

対 象 者 幼稚園に通う園児の保護者（避難されている方も､この制度の活用可能。） 

※ 私立幼稚園の保育料等の減免については、「私立学校授業料等減免事業」も参

照のこと。 

問 合 先 市、幼稚園 
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13 特別支援学校等への修学奨励事業 

支援の種類 給付 

支援の内容 被災により､特別支援学校等への就学支援が必要となった幼児、児童又は生徒の

保護者を対象に通学費、学用品等を援助する。 

対 象 者 

 

被災により新たに特別支援教育修学奨励費事業の対象となった世帯及び支弁区

分が変更となった世帯 

問 合 先 県、市、学校 

 

14 緊急採用奨学金 

支援の種類 貸与 

支援の内容 
災害等により家計が急変した学生・生徒に対して、緊急採用奨学金の貸与を実施す

る。 

対象者 大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校（専門課程）の生徒・学生 

問合先 各学校、独立行政法人日本学生支援機構 

 

15 国の教育ローン（災害特別措置） 

 

16 児童扶養手当等の特別措置 

支援の種類 給付 

支援の内容 
 被災者に対する児童扶養手当・特別児童扶養手当、特別障害者手当・障害児福

祉手当について、所得制限の特例措置を講じる。 

対象者  障がい者・児のいる世帯、児童扶養手当受給者世帯 

問合先 市 

 

17 地方税の特別措置 

支援の種類 減免、徴収の猶予等 

支援の内容 

１ 地方税の減免 

 災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税（個人住民税、固定資産税、

自動車税など）について、一部軽減又は免除を受けること。 

２ 徴収の猶予 

 災害により被害を受けた場合、被災納税者の地方税について、その徴収の猶予

を受けること 

３ 期限の延長 

支援の種類 融資 

支援の内容 

 災害により被害を受けた方に対して教育ローンを融資する。 

 

貸付限度額 学生・生徒 1人あたり 300万円以内 

対象経費 学生納付金、受験にかかった費用、教科書代、定期代、下宿代 

保 全 （公財）教育資金融資保証基金 

 

対象者 

１ 高等学校、短期大学、大学・大学院、専修学校、各種学校、海外の高校、大学

等に入在学する学生・生徒を持つ保護者であって、罹災証明書等を受けている者 

２ 世帯の年収（所得）に関する上限学の設定（所得制限）あり 

問合先 株式会社日本政策金融公庫  
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 災害により、地方税の申告・納付等が期限までにできない方は、その期限が

延長される。 

対象者 
１ 災害によりその財産等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方 

２ 地方税の減免等の要件や手続きなどについては、自治体によって異なる。 

問合先 県、市町村(税務課など) 

 

18 国税の特別措置 

支援の種類 軽減、猶予、延長 

支援の内容 

１ 所得税の軽減 

  災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告で、①所得税法に定

める雑損控除の方法、②災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちら

か有利な方法を選ぶことによって、所得税の全部又は一部を軽減することができ

る。 

２ 予定納税の減額 

  災害が発生した後に納期限の到来する予定納税について、税務署長に申請をす

ることにより、減額を受けることができる。 

３ 給与所得者の源泉所得税の徴収猶予など 

  災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、給与所得者が税務署長に申請

（一定のものについてはその支払者を経由して税務署長に申請）することにより

所得金額の見積額に応じて源泉所得税額の徴収猶予や還付を受けることができ

る。 

４ 納税の猶予 

  災害により被害を受けた場合、税務署長に申請をし、その許可を得ることによ

り、納税の猶予を受けることができる。 

５ 申告などの期限の延長 

  災害などの理由により申告、納付などをその期限までにできないときは、その

理由のやんだ日から 2か月以内の範囲でその期限が延長される。 

  これには、個別指定による場合と地域指定による場合とがある。 

※申請の期限など詳しいことについては、最寄りの税務署へ。 

対象者 

１ 雑損控除については、災害により住宅や家財に損害を受けた方、災害に関連し

てやむを得ない支出（災害関連支出）をした方が対象。また、所得税についての

災害減免法に定める税金の軽減免除については、損害額が住宅や家財の価額の

1/2以上で、被害を受けた年分の所得金額が 1,000万円以下の方が対象。 

２ 予定納税の減額については、所得税の予定納税をされる方で災害によりその年

の所得や税額が前年より減少することが見込まれる方。 

３ 給与所得者の源泉所得税の徴収猶予については、災害による住宅や家財の損害

額がその住宅や家財の価額の 1/2以上で、かつ、その年分の所得金額の見積額が

1,000万円以下である方などが対象。 

４ 納税の猶予については、納税者（源泉徴収義務者を含む）で災害により全積極

財産のおおむね 1/5 以上の損失を受けた方又は災害などにより被害を受けたこ

とに基づき国税を一時に納付することができないと認められる方が対象。 

５ 申告などの期限の延長については、災害によりその期限までに申告、納紺な

どをすることができないと認められる方が対象。 

問合先 税務署 
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19 葬祭の実施（災害救助法） 

支援の種類 現物支給 

支援の内容 
 遺族で遺体の埋葬（火葬）を行うことが困難な場合又は死亡した者の遺族がい

ない場合、市が遺族に代わって応急的に埋葬（火葬）を行う。 

対象者 
 災害救助法が適用された場合において遺体の埋葬（火葬）を行うことが困難な

遺族の方が対象。また、死亡した者の遺族がいない場合も対象。 

問合先 災害救助法が適用された市 

 

20 医療保険、介護保険の保険料・窓口負担（利用者負担）の減免・猶予等 

（１）支援の種類：減免、猶予 

  医療保険、介護保険の保険料・窓口負担（利用者負担）について、特列措置が講じられる。 

国民健康保険料及び一部

負担金等の減免等 

 国民健康保険の被保険者について、保険料や医療費一部

負担金の減免等の措置が講じられる。 

健康保険料等の納期限の

延長・免除及び一部負担

金の減免 

 事業所の健康保険法、厚生年金保険法等に関する保険料

等の納期限又は徴収期限が延長される場合がある他、保険

料が免除される場合がある。また、一部負担金の減免措置

が講じられる場合がある。 

介護保険料及び利用者負

担額等の減免等 

介護保険料や利用者負担額等の減免等が講じられる。 

（２）対象者 

 ご加入の医療保険者や市にご確認ください。 

（３）問合先：各医療保険者、市、医療機関、日本年金機構年金事務所 

 

21 公共料金・使用料等の特別措置 

支援の種類 減免 

支援の内容 

１ 災害により被害を受けた被災者に対しては、市が所管する公共料金や施設使

用料、保育料等が軽減・免除されることがある。 

２ 電気、ガス、電話料金等についても、各種料金の軽減・免除が実施されるこ

とがある。 

対象者 対象者については、県、市、関係事業者が定めることになる。 

問合先 県、市、関係事業者 

 

22 放送受信料の免除 

支援の種類 減免 

支援の内容 

１ 災害により被害を受けた受信契約者に対して、一定期間 NHK の放送受信料が

免除される。 

２ 免除にあたっては、NHK による確認調査、又は受信契約者からの届け出によ

り免除の対象者を確定する。 

対象者 

１ 災害救助法が適用された区域内において、半壊・半焼又は床上浸水以上程度の

被害を受けた建物で受信契約している方 

２ このほか、災害による被害が長期間にわたる場合などに免除が実施されるこ

とがある。 

問合先 日本放送協会 
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23 生活保護 

（１）支援の種類：給付 

（２）支援の内容 

  ①生活に現に困窮している方に、最低限度の生活の保障と自立の助長を図ることを目的に、困

窮の程度に応じて必要な保護を行うもの。 

  ②生活保護の受給にあたっては、各種の社会保障施策による支援、不動産等の資産、稼働能力

等の活用が保護実施の前提になる。また、扶養義務者による扶養は保護に優先される。 

  ③生活保護は、生活扶助、教育扶助、住宅扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及

び葬祭扶助から構成されている。医療扶助及び介護扶助は、医療機関等に委託して行う現物

給付を原則とし、それ以外は金銭給付が原則。 

  ④扶助の基準は、厚生労働大臣が設定する。 

 

項   目 東京都区部等 地方郡部等 

標準 3人世帯（33歳、29歳、4歳） 156,990円 137,860円 

高齢者単身世帯（68歳） 76,880円 65,200円 

母子世帯（30歳、4歳、2歳） 193,110円 170,920円 

(令和 2年度生活扶助基準) 

（３）対象者：資産や能力等すべてを活用した上でも最低生活が営めない方 

（４）問合先：県、市 

 

24 未払賃金立替払制度 

支援の種類 その他 

支援の内容 

１ 企業倒産により賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の

一部を、独立行政法人労働者健康福祉機構が事業主に代わって支払う。 

２ 対象となる未払賃金は、労働者が退職した日の 6カ月前から立替払請求日の前

日までに支払期日が到来している定期賃金と退職手当のうち未払となっている

もの(上限有り)。ボーナスは立替払の対象とはならない。また、未払賃金の総額

が 2万円未満の場合も対象とはならない。 

３ 立替払した場合は、独立行政法人労働者健康福祉機構がその分の賃金債権を

代位取得し、本来の支払責任者である使用者に求償する。 

対象者 

１ 次に掲げる要件を満たしている場合は立替払を受けることができる。 

（１）使用者が、 
① 労災保険の適用事業に該当する事業を行っていたこと 
② 1年以上事業活動を行っていたこと 
ア 法律上の倒産(破産、特別清算、民事再生、会社更生の場合)をしたこと。 

   この場合は、破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要がある。 

 イ 事実上の倒産（中小企業が事業活動を停止し、再開する見込みがなく、賃金

支払能力がない場合）をしたこと 

  この場合は、労働基準監督署長の認定が必要。労働基準監督署に認定の申請を

行うこと。 

（２）労働者が、倒産について裁判所への申立て等（法律上の倒産の場合）又は

労働基準監督署への認定申請）事実上の倒産の場合）が行われた日の 6 か月

前の日から 2年の間に退職した者であること 

問合先 労働基準監督署、独立行政法人労働者健康福祉機構 
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25 雇用保険の失業等給付 

支援の種類 給付 

支援の内容 

災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を

受け取ることができない方や、一時的に離職を余儀なくされた方については、実

際に離職していなくとも失業給付が受給できる。 

対象者 災害により休業を余儀なくされた方、又は一時的に離職を余儀なくされた者 

問合先 公共職業安定所 

 

26 職業訓練 

 

 

  

支援の種類 その他 

支援の内容 

１ 震災により離職した者が、再就職のための技能や知識を身につける必要がある

場合、無料で職業訓練を受けることができる。 

２ また、訓練期間中に生活費が支給される制度もある。 

対象者 

震災により離職した者が、再就職のための技能や知識を身につける必要、その

職業を受けるために必要な能力等を有するなどの要件を満たして、公共職業安定

所長の受講斡旋を受けた者。 

問合先 公共職業安定所 
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第２節 住まいの確保・再建のための支援 

 

１ 被災者生活再建支援制度 

（１）支援の種類：給付 

   

（２）支援の内容 

①災害により住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援金を

支給する。 

②支給額は、下記のとおり。 

     （世帯人数が 1人の場合は、各該当欄の金額が 3/4になる） 

 

    

被害程度 支給額（定額）    

 基礎支援金 加算支援金  合計額 

全壊 100万円 建設・購入 200万円 300万円 

損害割合  補修 100万円 200万円 

50％以上  賃借 50万円 150万円 

大規模半壊 50万円 建設・購入 200万円 250万円 

（40～49％）  補修 100万円 150万円 

  賃借 50万円 100万円 

中規模半壊 － 建設・購入 100万円 100万円 

（30～39％）  補修 50万円 50万円 

  賃借 25万円 25万円 

 

 

（３）対象者：住宅が自然災害（暴風、豪雨、地震、津波、液状化等の地盤被害等）により全壊等

(※)又は大規模半壊、中規模半壊した世帯。 

(※)下記の世帯を含む。 

 １ 住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じた場合で、当該住宅の倒壊防止・居住する

ために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由

により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯 

 ２ 自然災害等で、危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった世帯（長

期避難世帯） 

※被災時に現に居住していた世帯が対象となり、空き家、別荘、他人に貸している物件等は対

象とならない。 

（３）問合先：県、市 
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２ 大分県災害被災者住宅再建支援制度 

 

  

（１）支援の種類：給付 

 

（２）支援の内容 

①災害の規模にかかわらず、全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた全ての世帯に対して支援

金を支給する。 

②支給額は、下記のとおり。 

 （世帯人数が 1人の場合は、各該当欄の金額が 3/4になる） 

※被災者生活再建支援法が適用になる場合は、支給しない。 

ただし、中規模半壊世帯のみ国制度と併給可能。 

 

被害程度 支給額（定額）    

 基礎支援金 加算支援金  合計額 

全壊 100万円 建設・購入 200万円 300万円 

損害割合  補修 100万円 200万円 

50％以上  賃借 50万円 150万円 

半壊 50万円 建設・購入 100万円 150万円 

（20～49％）  補修 80万円 150万円 

  賃借 50万円 100万円 

床上浸水 5万円 － － 5万円 

・国制度と併給する場合 

被害程度 支給額（定額）    

 基礎支援金 加算支援金  合計額 

半壊 50万円 建設・購入 － 50万円 

（30％～39％）  補修 30万円 80万円 

  賃借 25万円 75万円 

※支援金の使途は限定されない。 

 

（３）対象者：住宅が自然災害（暴風、豪雨、地震、津波、液状化等の地盤被害等）により、全

壊、半壊又は床上浸水し、居住していた市町村に引き続き居住する世帯 

 

留意事項 

１ 被災時に現に居住していた世帯が対象となり、空き家、別荘、他人に貸している物件等は

対象とならない。 

２ 被災時において被災した住宅を所有していない場合は、加算支援金の項目のうち、「賃借」

以外の項目の加算支援金については支給されない。 

３ 被災者生活再建支援法が適用になっている場合において、次の場合は、被災者生活再建支

援制度において支給される。 

住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じた場合で、当該住宅の倒壊防止・居住する

ために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事

由により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯 

 

（４）問合先：県、市 
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３ 災害復興住宅融資(建設) 

（１）支援の種類：融資 

①自然現象により生じた災害又は自然現象以外の原因による災害のうち独立行政法人住宅金融

支援機構が個別に指定する災害により被害を受けた住宅の所有者が，住宅を建設する場合に受

けられる融資。 

②融資が受けられるのは、原則として 1戸当たりの住宅部分の床面積が 13㎡以上 175㎡以下の

住宅。 

③融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たすこと

が必要。 

④この融資は、融資の日から 3 年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると返済期

間を延長することができる。 

項  目 構造等 融資限度額 返済期間 

基本融資 

耐火住宅 1,460万円 35年 

準耐火住宅 1,460万円 35年 

木造住宅(耐久性) 1,460万円 35年 

本造主宅(一般) 1,400万円 25年 

特例加算 450万円 併せて利用する基本融資

の返済期間とおなじ返済

期間 
士地取得費 970万円 

整地費 380万円 

  ※金利については独立行政法人住宅金融支援機構に確認すること。 

 

（２）対象者 

  自分が居住するために住宅を建設される方であって、住宅が「全壊」した旨の「罹災証明」の

発行を受けた方が対象。（住宅が「大規模半壊」又は「半壊」した「罹災証明書」の発行を受けた

方でも一定の条件を満たす場合は、対象となる。) 

（３）問合先：取扱金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構 

 

４ 災害復興住宅融資（新築購入、リ・ユース購入） 

（１）支援の種類：融資 

①自然現象により生じた災害又は自然現象以外の原因による災害のうち独立行政法人住

宅金融支援機構が個別に指定する災害により被害を受けた住宅の所有者が、新築住宅、リ・

ユース住宅を購入する場合に受けられる融資。 

②原則として 1戸当たりの住宅部分の床面積が 50㎡(マンションの場合 40㎡)以上 175㎡

以下の住宅で、一戸建ての場合は敷地面積が 100㎡以上であることが必要。 

③融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たす

ことが必要。 

④この融資は、融資の日から 3年間の元金据置期間を設定でき、据置期間を設定すると返

済期間を延長することができる。 

 

  ア 新築住宅の購入 

項  目 構造等 融資限度額 返済期間 

購入資金融資 

耐火住宅 1,460万円 35年 

準耐火住宅 1,460万円 35年 

本造住宅（耐久性） 1,460万円 35年 

木造住宅（一般） 1,400万円 25年 

特例加算 450万円 併せて利用する購入

資金融資の返済期間土地取得費 970万円 
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と同じ返済期間。 

 

  イ 中古住宅の購入 

構造等 
融資限度額 

リ・ユース リ・ユースプラス 

耐火住宅 1,160万円 1,460万円 

準耐火住宅 1,160万円 1,460万円 

木造住宅（耐久性） 1,160万円 1,460万円 

木造住宅（一般） 950万円 － 

特例加算 450万円 450万円 

士地取得費 970万円 970万円 

 

建て方 種別 返済期間 

一戸建て等 
リ・ユース住宅 25年 

リ・ユースプラス住宅 35年 

マンション 
リ・ユースマンション 25年 

リ・ユースプラスマンション 35年 

  ※金利については独立行政法人住宅金融支援機構に確認。 

（２）対象者 

  自分が居住するために住宅を購入する方であって、住宅が「全壊」した旨の「罹災証明書」

の発行を受けた方が対象。（住宅が「大規模半壊」又は「半壊」した旨の「罹災証明書」の発

行を受けた方でも一定の条件を満たす方は対象となる） 

（３）問合先：取扱金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構 

 

５ 災害復興住宅融資(補修) 

（１）支援の内容：融資 

①自然現象により生じた災害又は自然現象以外の原因による災害のうち独立行政法人住宅金

融支援機構が個別に指定する災害により被害を受けた住宅の所有者が、住宅を補修する場合に

受けられる融資。 

②融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たすこと

が必要。 

③この融資は、融資の日から 1年間の元金据置期間を設定できます（ただし、返済期間は延長

でない） 

 

項  目 構造等 融資限度額 返済期間 

補修資金融資 

耐火住宅 640万円 20年 

準耐火住宅 640万円 20年 

木造住宅 590万円 20年 

整地費 380万円 
併せて利用する補修資金融資

の返済期間と同じ返済期間 

引方移転費用 380万円  

※金利については独立行政法人住宅金融支援機構に確認すること。 

 

（２）対象者 

  自分が居住するために住宅を補修される方で、住宅に 10 万円以上の被害を受け、「罹災証明

書」の発行を受けた方。 

（３）問合先：取扱金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構 
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６ 住宅金融支援機構融資の返済方法の変更 

支援の種類 その他 

支援の内容 

１ 独立行政法人住宅金融支援機構が指定する災害により被害を受けた返済中の

被災者（旧住宅金融公庫から融資を受けて返済中の被災者を含む。）に対して、

返済方法を変更することにより被災者を支援するもの。 

２ 支援内容の概要 
① 返済金の払込みの据置：1～3年間 
② 据置期間中の金利の引き下げ：0.5～1.5％減 
③ 返済期間の延長：1～3年 

３ 支援の内容は、災害発生前の収入額や災害発生後の収入予定額、自己資金額等

を加味した「罹災割合」に応じて決まる。 

 ※詳細については、住宅金融支援機構又は取扱金融機関に確認のこと。 

対象者 

 以下のいずれかに該当する事業者 

①商品、農作物その他の事業財産又は勤務先が損害を受けたため、著しく収入が

減少した方 

②融資住宅が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方 

③債務者又は家族が死亡・負傷したために、著しく収入が減少した方 

問合先 独立行政法人住宅金融支援機構又は取扱金融機関 

 

７ 生活福祉資金制度による貸付(住宅の補修等) 

（１）支援の種類：融資 

  ①災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸付ける。 

  ②貸付限度額 

貸付限度額 250万円以内(目安) 

貸付利率 
・連帯保証人を立てた場合：無利子 

・連帯保証人を立てない場合：年 1.5% 

据置期間 6か月以内 

償還期間 7年以内(目安) 

（２）対象者 

  ①低所得世帯、障がい者世帯、介護を要する 65才以上の高齢者のいる世帯 

  ②災害弔慰金の支給等に関する法律の災害援護資金の対象となる世帯は適用除外。 

（３）問合先：市、市社会福祉協議会、大分県社会福祉協議会 

 

８ 母子・父子・寡婦福祉資金の住宅資金 

（１）支援の種類：融資 

  ①災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費を貸付ける。 

  ②貸付限度額等 

貸付限度額 200万円以内 

貸付利率 ・連帯保証人がいる場合：無利子 

・連帯保証人がいない場合：年 1.0% 

据置期間 6か月 

※貸付けの日から 2年を超えない範囲内で延長することも可能 

償還期間 7年 

（２）対象者 

   住宅が全壊・半壊、全焼・半焼、流出、床上浸水等の被害を受けた母子・父子・寡婦世帯 

（３）問合先：市、市社会福祉協議会 
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９ 公営住宅への入居 

支援の種類 現物支給 

支援の内容 

１ 低所得の被災者は、県又は市が整備する公営住宅に入居することができる。 

２ 公営住宅の家賃は収入に応じて設定されるが、必要があると認められる場合

は、一定期間、家賃が減免されることがある。 

対象者 

１ 以下の要件を満たす方 

①住宅困窮要件：災害によって住宅を失い、現に住宅に困窮していることが明ら

かな方 

②同居親族要件：現に同居し、又は同居しようとする親族がある方 

③入居収入基準：21万4干円以下（災害発生日から3年を経過した後は15万8千円) 

２ 一定の戸数以上の住宅が滅失した地域において自らの住宅を失った者等につ

いては、入居収入基準はなし。 

※公営住宅に入居できる世帯の資格要件については、公営住宅を整備する地法公

共団体(県、市)で別に定める場合がある。 

問合先 県、市 

 

10 特定優良賃貸住宅等への入居 

支援の種類 現物支給 

支援の内容 
 被災者の方は、県、市、地方住宅供給公社、民間土地所有者等が整備する特定

優良賃貸住宅等に入居することができる。 

対象者 

 以下の要件を満たす方が対象 

災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において賃貸住宅に入居さ

せることが適当である者として県知事が認めるもの（48万7干円以下で県知事が定

める額以下の所得のある者（15万8干円に満たない所得のある者にあっては、所得

の上昇が見込まれる者）に限る) 

問合先 県、市 

 

11 住宅の応急修理（災害救助法） 

支援の種類 現物支給 

支援の内容 １ 災害救助法に基づく住宅の応急修理は災害により住宅が半壊し、自ら修理する

資力のない世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要

な最小限度の部分を応急的に修理する。 

２ 応急修理は、市が業者に委託して実施。 

３ 修理限度額は半壊については 1 世帯あたり 59 万 5 千円、半壊に準じる程度

の損傷は 1世帯あたり 30万円（令和元年度基準）。同じ住宅に 2以上の世帯が

同居している場合は 1世帯とみなされる。 

対象者  災害救助法が適用された場合において、以下の要件を満たす方 

①災害により住宅が半壊又は半焼した者 

②応急仮設住宅等に入居していない者（応急修理の期間が 1 か月を超えると見

込まれる者であって、他の住まいの確保が困難な場合を除く） 

③修理した住宅での生活が可能となると見込まれる者 

④自ら修理する資力のない世帯 

（※大規模半壊以上の世帯については資力は問わない） 

※世帯年収や世帯人員などの条件については、市に相談すること。 

問合先 県、災害救助法が適用された市 
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12 応急仮設住宅の供与（災害救助法） 

 

13 障害物の除去（災害救助法） 

 

14 宅地防災工事資金融資 

（１）支援の種類：融資 

  ①災害によって崩壊又は危険な状況にある宅地については、宅地造成等規制法、急傾斜地の崩

壊による災害の防止に関する法律、建築基準法に基づき、その所有者に改善勧告又は改善命

令が出される。 

  ②改善勧告又は改善命令を受けた方に対して、のり面の保護、排水施設の設置、整地・擁壁の

設置(旧擁壁の除去を含む)の工事のための費用を融資する。 

融資限度額 1,030万円又は工事費の 9割のいずれか低い額 

償還期間 15年以内 

   ※金利については独立行政法人住宅金融支援機構に確認すること。 

（２）対象者 

   宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、建築基準法に基づき、

改善勧告又は改善命令を受けた方 

（３）問合先：取扱金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構 

 

支援の種類 現物支給 

 

支援の内容 

１ 県又は市が建設した応急仮設住宅に入居可能。 

２ 県又は市が借り上げた民間賃貸住宅や公営住宅等に入居可能。 

（住宅の応急修理との併用不可。ただし、応急修理の期間が 1 か月を超える

と見込まれる者であって、他の住まいの確保が困難な場合は、発災日から最大

6 ヶ月間は、応急仮設住宅に入居可能。） 

問合先 県、災害救助法が適用された市 

支援の種類 現物給付 

支援の内容 

 

 

 

 

 

 

 

１ 災害救助法に基づく障害物の除去は、災害によって土石、竹木等の障害物が住

家又はその周辺に運び込まれ日常生活を営むのに支障をきたしている者に対し、

これを除去するもの。 

２ 障害物の除去は、居室、台所、玄関、便所等のように生活上欠くことのできな

い場所を対象とし、応急的な除去に限られる。 

３ 障害物の除去に要する費用は、1 世帯あたり 137,900 円（令和元年度基準）。

除去のために必要な機械、器具等の借上費又は購入費、輸送費等の一切の経費が

含まれる。 

対象者 

 

 

 

災害救助法が適用された市において、以下の要件を満たす方 

１ 自らの資力では障害物を除去し、当面の日常生活が営み得ない状態であるこ

と。 

２ 住家は、半壊半焼又は床上浸水したものであること（但し、生活に支障がなけ

れば認められない。）。 

※そこに居住していた世帯に対して行うもので、自らの所有する住家か、借家等か

を問わない。 

問合先 災害救助法が適用された市 
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15 地すべり等関連住宅融資 

（１）支援の種類：融資 

  ①地すべりや急傾斜地の崩壊により被害を受けるおそれのある家屋を移転したり、これに代わ

るべき住宅を建設する場合の資金を融資する。 

  ②融資の対象となる地すべり等関連住宅には主に次のタイプがある。 

地すべり 

関 連 住

宅 

 地すべり等防止法の規定により県知事の承認を得た関連事業計画に基づい

て移転される住宅部分を有する家屋又は関連事業計画に基づいて除却される

住宅部分を有する家屋に代わるべきものとして新たに建設される住宅部分を

有する家屋。 

土砂災害 

関 連 住

宅 

 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の規定

による勧告に基づいて移転される住宅部分を有する家屋又は勧告に基づいて

除去される住宅部分を有する家屋に代わるべきものとして新たに建設される

住宅部分を有する家屋 

③融資対象となる住宅については、独立行政法人住宅金融支援機構の定める基準を満たすこと

が必要。 

●移転資金、建設資金又は新築住宅の購入 

 融資限度額 

返済期間 
構造等 

移転資金 

建設資金又は

新築購入資金 

土地取得 

資金 

耐火住宅、準耐火住

宅、木造住宅(耐久性) 
1,460万円 970万円 35年 

木造住宅(一般) 1,400万円  25年 

特例加算 
450万円 

  供せて利用する移転資金、建

設資金又は新築購入資金の各融

資の返済期間と同じ返済期間 

●中古住宅の購入 

構造等 
融資限度額 

リ・ユース リ・ユースプラス 

耐火住宅 1,160万円 1,460万円 

準耐火住宅 1,160万円 1,460万円 

木造住宅（耐久性） 1,160万円 1,460万円 

木造住宅（一般) 950万円 一 

特例加算 450万円 450万円 

土地取得費 970万円 970万円 

 

建て方 種 別 返済期間 

一戸建て等 
リ・ユース住宅 25年 

リ・ユースプラス住宅 35年 

マンション 
リ・ユースマンション 25年 

リ・ユースプラスマンション 35年 

※金利については独立行政法人住宅金融支援機構に確認。 

（２）対象者 

   関連事業計画若しくは改善命令若しくは勧告に基づいて、住宅を移転又は除去する際の当該

家屋の所有者、賃借入又は居住者で、地方公共団体から移転等を要することを証明する書類の

発行を受けた方が対象。 

（３）問合先：取扱金融機関又は独立行政法人住宅金融支援機構 
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(参考)罹災証明書とは 

 

 罹災証明書は、地方自治法第 2条に定める自治事務として、市が被災状況の現地調査等を行い、

確認した事実に基づき発行する証明書であり、各種の被災者支援制度の適用を受けるにあたって

必要とされる家屋の被害程度について証明するものである。 

 罹災証明書により証明される被害程度としては、全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊、床上浸

水・床下浸水、全焼、半焼等があり、「災害の被害認定基準について」(平成 13 年 6 月 28 日府政

防第 518号内閣府政策統括官（防災担当）通知)等に基づき被害程度の認定が行われる。 

 

１ 被害認定基準 

住家全壊 

（全焼・全流出） 

 住家がその居住のための基本的機能をそう失したもの、すなわち、

住家全部が倒壊、流失、埋没、焼失したもの、又は住家の損壊が甚だ

しく、補修により元通りに再使用することが困難なもので、具体的に

は、住家の損壊、焼失もしくは流失した部分の床面積がその住家の延

床面積の 70%以上に達した程度のもの、又は住家の主要な構成要素の

経済的被害を住家全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合

が 50%以上に達した程度のものとする。 

住家半壊 

（半焼） 

 住家がその居住のための基本的機能の一部をそう失したもの、すな

わち、住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに再使用できる程

度のもので、具体的には、損壊部分がその住家の延床面積の 20%以上

70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体

に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 20%以上 50%未満の

ものとする。 

住家大規模半壊 

 「住家半壊」の基準のうち、損壊部分がその住家の延床面積の 50%

以上 70%未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的被害を住家

全体に占める損害割合で表し、その住家の損害割合が 40%以上 50%未

満のものとする。 

２ 問合先：市 
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第３節 農林漁業・中小企業・自営業への支援 

１ 天災融資制度 

（１）支援の種類：融資 

天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法に基づき、政令で指定

された天災によって被害を受けた農林漁業者に対して再生産に必要な低利の経営資金を、被

害を受けた農協等の組合に対しては事業資金をそれぞれ融資し、経営の安定化を図る。 

 

●天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法 

項     目 

①又は②のうちどちらか低い金額 

①損失

額の% 

②万円 

個人 法人 

農業者 
果樹栽培者・家畜等飼養者 55  500  2,500 

一般農業者 45  200  2,000 

林業者 45  200  2,000 

漁業 

漁具購入資金 80  5,000  5,000 

漁船建造・取得資金 80  500  2,500 

水産動植物養殖資金 50  500  2,500 

一般漁業者 50  200  2,000 

被害組合 
80 

単 協 2,500 

連合会 5,000 

（２）被害が特に激甚である場合には、激甚災害法を適用する政令が制定されることにより、 

通常の天災資金より貸付条件が緩和される。 

 

●激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 

項 目 

①又は②のうちどちらか低い金額 

①損失

額の% 

②万円 

個人 法人 

農業者 
果樹栽培者・家畜等飼養者 80  600  2,500 

一般農業者 60  250  2,000 

林業者 60  250  2,000 

漁業 

漁具購入資金 80  5,000  5,000 

漁船建造・取得資金 80  600  2,500 

水産動植物養殖資金 60  600  2,500 

一般漁業者 60  250  2,000 

被害組合 
80 

単 協 2,500 

連合会 5,000 

①貸付利率、償還期限 

資格者 貸付利率 償還期限 

(ア) 被害農林漁業者で、損失額が 30%未満の者 

  （激甚災適用の場合） 

6.5%以内 3年、4年、5年以内 

4年、5年、6年以内 
（イ） 被害農林漁業者で、損失額が 30%以上の者 

（激甚災適用の場合） 
5.5%以内 5年、6年以内 

6年、7年以内 

（ウ） 特別被害農林漁業者 3.0%以内 6年以内 
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（激甚災適用の場合） 7年以内 

（３）対象者 

   次の基準に該当すると市町村長の認定を受けた方 

(ア)被害農林漁業者 (イ)特別被害農林漁業者 

１ 農作物等の減収量が平年収穫量の30%以上でかつ損失額が平

均農業収入の 10%以上 

２ 樹体の損失額が 30%以上 

左のうち損失額が 50%以上 

１ 林産物の流失等による損失額が、平年林業収入の 10%以上 

２ 林業施設の損失額が 50%以上 

左のうち損失額が 50%以上 

左のうち損失額が 70%以上 

１ 水産物の流失等による損失額が、平年漁業収入の 10%以上 

２ 水産施設の損失額が 50%以上 

左のうち損失額が 50%以上 

左のうち損失額が 70%以上 

（４）問合先：市町村 

 

２ 農林漁業者に対する資金貸付（常時対応可能） 

支援の種類 融資 

支援の内

容 

●災害により被害を受けた農林漁業者に対して、各種の資金貸付を行う。 

１ 株式会社日本政策金融公庫 

資金名 資金の使い途 貸付限度額 償還期間 

農林漁業セー

フティネット

資金 

災害により被害

を受けた農林漁

業経営の再建に

必要な資金を融

資 

一般：600万円

特認：年間経費

の 6/12 又は年

間 粗 収 益 の

6/12 のいずれ

か低い額 

10年以内（うち 3年以

内の据置可能） 

農林漁業施設

資金 

災害により被災

した農林漁業施

設の復旧のため

の資金を融資 

一般：負担額の

80％又は 1 施

設あたり 300

万円のいずれ

か低い額 

特認：負担額の

80％又は 1 施

設あたり 600

万円のいずれ

か低い額 

漁船 

・総トン数 20

トン未満の漁

船：負担額の

80％又は 1 隻

あたり 1 千万

円のいずれか

低い額 

・総トン数 20

トン以上の漁

船：負担額の

80％又は 1 隻

15年以内（うち 3年以

内の据置可能） 
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あたり 4.5 億

円～11 億円の

いずれか低い

額 

農業基盤整備

資金 

農地・牧野又はそ

の保全・利用上必

要な施設の復旧

のための資金を

融資 

負担額の 100％ 25 年以内（うち 10 年

以内の据置可能） 

農業経営基盤

強化資金 

災害により被害

を受けた農林漁

業経営の再建に

必要な資金を融

資 

個人 3億円、法

人 10億円 

25 年以内（うち 10 年

以内の据置可能） 

経営体育成強

化資金 

災害により被害

を受けた農林漁

業経営の再建に

必要な資金を融

資 

① 負担額の
80％ 

② 個人 1.5億
円、法人 5
億円 

25年以内（うち 3年以

内の据置可能） 

林業基盤整備

資金 

森林、林道等の復

旧のための資金

を融資 

① 復旧造林：
負担額の
80％（計画
森林は負担
額の
90％） 

② 苗養成施
設：負担額
の 80％ 

③ 林道：負担
額の 80％ 

① 復旧造林：30年
以内（うち 20年
以内の据置可能）
＊別途特認要件有
り 

② 樹苗養成施設：15
年以内（うち 5年
以内の据置可能） 

③ 林道：20年以内
（うち 3年以内の
据置可能）＊別途
特認要件有り 

漁業基盤整備

資金 

漁港、漁場施設の

復旧のための資

金を融資 

負担額の 80％ 20年以内（うち 3年以

内の据置可能） 

２ 農協・漁協等 

資金名 資金の使い途 貸付限度額 償還期間 

農業近代化資金 災害により被災し

た農業施設等の復

旧ための資金を融

資 

① 個人
1,800万
円 

② 法人 2億
円 

15年以内（うち 7年

以内の据置可能） 

農業経営負担軽

減支援資金 

既往債務の負担を

軽減するための負

債整理資金を融資 

営農負債の

残高 

15年以内（うち 3年

以内の据置可能） 

漁業近代化資金 災害により被災し

た漁船、漁業用施

設等の復旧のため

の資金を融資 

1,800 万円～

3.6億円 

15年以内（うち 3年

以内の据置可能） 

●上記のほかにも農林漁業者に対する長期・低利の資金の貸付を行っているので、

各種貸付事業の詳細については下記問合先まで。 

対象者 農林漁業者 
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問合先 株式会社日本政策金融公庫、農協・漁協等 

 

３ 災害復旧貸付 

（１）支援の種類：融資 

  ①災害により直接的・間接的な被害を受けた中小企業者に対して、事業所復旧のための資金を融

資。 

  ②災害復旧資金貸付は、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫において、受付

を行う。 

  ③株式会社日本政策金融公庫の場合の貸付限度額等 

   ○国民生活事業  

貸付限度額 各融資制度の限度額に 1災害あたり上乗せ 3千万円 

償還期間 各融資制度の返済期間以内 

   ○中小企業事業 

貸付限度額 1億 5千万円以内 

償還期間 10年以内（うち 2年以内の据置可能） 

  ④株式会社商工組合中央金庫の場合の貸付限度額等 

貸付限度額 必要に応じ一般貸付枠を超える額 

償還期間 
設備資金 15年以内（うち 2年以内の据置可能） 

運転資金 10年以内（うち 2年以内の据置可能） 

  ⑤株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫によって、貸付限度額や貸付条件等が

異なる 

（２）対象者：中小企業経営者、中小企業協同組合・振興組合等 

（３）問合先：株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫 

 

４ 災害復旧高度化資金 

（１）支援の種類：融資 

  ①大規模な災害により、既往の高度化資金の貸付を受けた事業用資産が罹災した場合、被害を受

けた施設の復旧を図る場合又は施設の復旧にあたって新たに高度化事業を行う場合に、県又

は独立行政法人中小企業基盤整備機構が高度化資金を貸付ける。 

貸付割合 90%以内 

償還期間 20年以内（うち 3年以内の据置可能） 

貸付利率 無利子 

 

（２）対象者 

   中小企業経営者、中小企業協同組合・振興組合等であって、以下のいずれかに該当する場合 

  ①既存の高度化資金貸付を受けて取得・設置した施設が被災した場合 

  ②施設の復旧にあたって新たに高度化事業を行う場合 

（３）問合先：県、独立行政法人中小企業基盤整備機構 
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５ 経営安定関連保証 

支援の種類 融資（保証） 

支援の内容 
 災害などの理由により影響を受けた中小企業者に対して、経営の安定を図るた

めに必要な資金について保証を行う。 

対象者 
 中小企業信用保険法第 2 条第 4 項第 4 号により主たる事業所の所在地を管轄

する市長から、「特定中小企業者」であることの認定を受けた方。 

問合先 信用保証協会 

 

６ 小規模事業者経営改善資金融資（通称：マル経融資） 

支援の種類 融資 

支援の内容 

１ 小規模事業者経営改善資金融資（マル経融資）制度は、商工会・商工会議所・

県商工会連合会の経営指導員が経営指導を行うことによって日本政策金融公庫

が無担保・無保証人・低利で融資を行う制度。 

２ 貸付限度額：20百万円 

３ 貸付期間：設備資金は 10年以内（措置期間 2年以内） 

          運転資金は 7年以内（措置期間 1年以内） 

対象者 １ 小規模事業者 

  常時使用する従業員が 20人以下（商業・サービス業の場合は 5人以下）の法

人・個人事業主 

２ 商工会・商工会議所の経営指導を受けている等の要件を満たす者。 

問合先 最寄りの商工会・県商工会連合会、最寄りの商工会議所 

 

７ 災害関係保証 

支援の種類 融資（保証） 

支援の内容 

  激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律に基づく政令で指

定した激甚災害により被災した中小企業者に対して、災害復旧に必要な資金に

ついて保証を行う。 

対象者  被災地域に事業所を有し、災害を受けた中小企業者（個入、会社、医療法人、

組合） 

問合先 信用保証協会 

 

８ 復旧・復興のための経営相談 

支援の種類 経営相談 

支援の内容 

１ 被災地への震災復興支援アドバイザー 

  中小機構が、被災中小企業や被災地域の自治体、支援機関に震災復興アドバイ

ザーを派遣し、中小企業等の幅広い支援ニーズに対して無料でアドバイスを実施

する。 

２ 商工会、商工会議所における経営相談 

  商工会や商工会議所において、窓口相談や巡回相談等を行います。 

対象者  中小企業等 

問合先 中小企業基盤整備機構の最寄りの窓口、最寄りの商工会、最寄りの商工会議所 
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９ 職場適応訓練費の支給 

支援の種類 給付 

支援の内容 

１ 職場適応訓練を実施する事業主に対して訓練費を支給する。また、訓練生に対

して雇用保険の失業等給付を支給する。 

２ 事業者は、訓練費として職場適応訓練生 1人につき 24,000円／月（重度の障

がい者 25,000 円／月）が支給される。短期の職場適応訓練については、960 円

／日（重度の障がい者 1,000円／日)。 

３ 訓練期間は、6か月（中小企業及び重度の障がい者に係る訓練等 1年）以内。

短期の職場適応訓練については、2 週間（重度の障がい者に係る訓練 4 週間）

以内。 

対象者 

 職場適応訓練は、雇用保険の受給資格者等であって、再就職を容易にするため

職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認める者を、次

のイからホに該当する事業主に委託して行う。 

 イ 職場適応訓練を行う設備的余裕があること 

 ロ 指導員としての適当な従業員がいること 

 ハ 労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険等に加入し、又は

これらと同様の職員共済制度を保有していること 

 二 労働基準法及び労働安全衛生法の規定する安全衛生その他の作業条件が整

備されていること 

 ホ 職場適応謂練修了後、引き続き職場適応訓練を受けた者を雇用する見込み

があること 

問合先 公共職業安定所又は県労働局 
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【資料１０】大分県の災害対策本部組織体制 
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その他の県の災害対策組織 

（１）水防本部 

イ 設置 

水防法（昭和24 年法律第193 号）に基づき、洪水、津波等による水災を警 

戒し、防御しその被害を軽減するため常時設置される。 

ロ 組織系統 

水防本部（土木建築部河川課） → 水防支部（土木事務所） 

ハ 災害対策本部との関係 

大分県災害対策本部が設置され、社会基盤対策部公共・土木施設班が置かれたときは、社 

会基盤対策部公共・土木施設班が水防本部の事務をあわせて処理するものとする。 

ニ その他 
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その他必要な事項は、「第3章第3節 水防計画」に定めるところによる。 

（２）大分県警察災害警備本部 

イ 設置 

県内の地域において大規模地震が発生した場合又は津波警報が発表された場合に、県庁舎

新館11 階総合指揮室に設置する。 

ただし、同所が震災等により使用不能の場合には、次に掲げる施設のうちで適当な場所に

設置する。 

（イ）運転免許センター 

（ロ）大分県警察学校 

（ハ）大分中央警察署 

（ニ）その他適当と認められる警察施設等 

ロ 組織系統 

大分県警察災害警備本部 → 警察署災害警備本部 

ハ 災害対策本部との関係 

大分県災害対策本部が設置された場合、治安対策部の事務は、大分県警察災害警備本部が 

処理するものとする。 

 


